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1 はじめに

2 五領ケ台式直後段階

3 懸垂文構成の大木式系土器群

4 体部文様横位展開の土器

5 口頸部一帯型の土器

6 まとめ

関東地方北東部の中期中葉大木式系土器の体部上端の区画は、体部に懸垂文を配す七郎内II群土器や宮後タイプ大木7

b式土器では、垂下隆帯等によって分断されていたが、その後垂下隆帯を消失した槻沢型や坪井上型では頸・体部境の屈

折部を 1周するようになり、加曽利EI式古段階になると頸・体部境の屈折部と頸部の施文域を消失し、幅広く施文され

多条化する（第7図）。

1 はじめに

筆者はこれまで、関東地方北東部の縄文時代中期中葉の土器を分析してきた。福島県南半から栃木・茨城

両県北部には、縄文地に有節沈線で文様を施す七郎内II群土器が分布し、五領ケ台式直後段階の縄文地に有

節沈線を施す士器（雷七類、竹ノ下式の一部）を祖型として、阿玉台式並行期に存続し、特に阿玉台皿式古

段階（l)に多くなることを指摘した（塚本1990、2003、2009)。浄法寺遺跡の報文では、栃木県北半部の中期

中葉の土器を分類、編年した（塚本1997)。阿玉台III・ N式期に、槻沢遺跡14H-P 2に代表される大木式系

土器が主体を占め、加曽利EI式期になると浄法寺類型の土器が主体となり、土器群が大きく交替すること

を示した。近年、茨城県北部の調査事例が増え、栃木県北部とは類似しながらも、異なる土器が分布するこ

とを示した（塚本2015、2016)。概ね、関東地方北東部の地域差、年代差が把握できるようになった。

本稿は、栃木・茨城両県北半部の中期中葉の土器を対象とし、頸部と体部の境に施された区画線の変遷を

追い、土器の文様構成の変化を捉えることを目的とする。

2 五領ケ台式直後段階

関東地方東部の五領ケ台式直後の土器（雷七類の一部、竹ノ下式の一部）には、口縁部に区画文、体部に

は垂下隆帯を配す土器がある（第 1図l)。この文様構成は、以後の阿玉台式土器および関東地方北東部の大

木式系土器の祖型となる。この文様構成を引き継ぎ、器面を無文化したものが阿玉台式土器である。

3 懸垂文構成の大木式系土器群

阿玉台式並行期に、栃木・茨城北半部～福島県南半部を中心に、五領ケ台式直後段階の垂下隆帯を引き継

ぐ土器群が存在する。

福島県南部～栃木・茨城両県北部を中心に七郎内II群土器（第 1図2~18、第2・3図）が分布する。縄文

地に隆帯と有節沈線でモチーフを描く上器である。いくつかの文様構成がみられるが、キャリパー形もしく
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は｛本部［端で括れて頭部が外）又する器形で、「l緑部に把手と押掠隆悶や区画文を配し、頸部に弧状文、渦脊

文を揺合、什噂I；は垂卜陀骨間に、弧状等のモチーフを配すものが多く見られる（第 1図5・ 14等）。

器形の屈間部にあたる頸・イ本贔燒の区凹に汁11すると、体邸0)垂 1ヽ降術の上；r'1・ドを有節沈線で横位に連繋す

るもの（第 l図2-13ヽ）、縦）j向の降惜間を介節沈線で横位（こ連繋するもの（＇、給 1図14-18)、降骨と右節沈線

を横f立に巡らすもの（第2図l~ 14)、狭い柘円形1メ［町と有節沈線を巡らすもの（第2図15-18)かある。こ

れらは、頸・体部塙を布節沈線か 1周せず、迄中で崖切れている。ーカ、頸・体焔境に有節沈線を 1固させ

るものもある（．第 3 図］～ 11 〗 薗込したとおりじ郎内 1I許土謡は阿［．台m式古段階に多く見られ、阿l、―台m

八枡段閲からW式になると数を減らす 伽J＿卜台皿式閏以降は後辿する頸・イ本部境に沈線を巡らす槻沢型、坪

井上氾か数を増すっ阿lこ．台III式妍段階からW式段陪まて殴るし郎内II群は、これらの上器との交渉のためか、

存飴沈線を 1周させるものがある（第 3図5)c盛期（阿［台Ill;r＼古段階）のじ郎1}、JII群十器においては、有

節沈線が1囚せすに途切れるものが主流であるっ

なお、じ郎内II群二閤の中には、毀邸の施文域を省絡し、狭いU縁畠文椋と輻仏いイ本部文様を配す十器が

ある（第31叉J12~15)。図示した点数は少ないが、数の 1ではこの種の土器は多い．，これらは胴部中位が膨れ

る甕形の器形もしくは筒形の器詔が多い。この他に、数は少ないか、イ本部中位で有節沈線等を横いに巡らし

て区両する土器がある（第 3 図16~19) 。

茨城県北半部を中心に、筆者が「宮後タイプ大木7b式J2 と仮称しだ上器群が分布する（第4凶）て、「ス

ワタイプ」と呼ばれることが多い 縄久地に土に沈線や隆需てモチーフを方韮文する上器である。口緑部に区

圃文、 9f本部には垂下隆誓を配すつ［門準的な上器では、咀下隆需間に対弧状、 X字状のモチーフを配す。頸部

は素文とすることが多い（第4図1・ 3 ・ 10). 

体部1:｛り、垂 1ヽ降骨の1部を連携するように、 1 ~ 4条程度の沈線を巡らすものがある（第4図1~8)。こ

のうち l条だけ小波状沈線とする手法が特徴的にみられる（第4図1・ 3~5 ・ 8)心・じ郎内II詳上器同様、隆需

と沈線を巡らすもの（第4凶9-15)、狭い梢円形区画を巡らすもの（第2図16・ 17)がある。

「宮後タイプ大本7b式J_L閤0)盛期は阿玉台式皿式山段陪であり、阿玉台I¥「式期にも残るようである。海

老澤稔は、「宮後タイプ大本7b式」と七郎内II詳上閤を廿領ケ台式末（竹ノい からの系闘として「諒訪式J

としだ（海哀澤1984) 咆者も、同椋の考え方を示した (J床本1990)。その後、宮後タイプ人木7b式土器と

じ郎1人JII詳土器は、槌文具、施文域に配される文椋、分布に逢いがあることから別類型との考え力を不した（塚

本2003Lじ郎内II群十器については、現在も止頒ケ台式直後の縄文J也に有節沈線を施す十器からの系諮と若

えている c これには批判、巽論がある（石坂1991 、;［原1991、建仁•井出·合FR2009) が、代案は示されて

し)なし＼ r；

4 体部文様横位展開の土器

阿―［台m式祈段砂になると、 1本部の凪 1ヽ 隆苫を消失しだ十辟が出現する C i班ど原郁雄が栃木県のこの時期

の十器として収り上げてぎだ但沢遺跡14H-P2等から出しした士閤て、これを「槻沢刑Jと仮称するう直▽す

る体部から、屈祈してn頸郎か外反する器形か多い（：口縁陥には押掠を加えた條幣を巡らし、 4単位の中空

把Tを配す、う頸部と1本陥の境には横忙沈祝数条を巡らすで頸部と体祁には、弧線やクランク文を横｛立に連繋

させだモチーフを配す 9] じ郎1}、Jll許土器にみられだ行節沈線はみられなくなり、沈線でモチーフを措く。稀

に紐い1逢骨て文椋を拙く土器もある。罰島県南邸から栃木県北郎を中心に分布する（第51叉」） a

茨城県では洵名澤稔か「岬井上邸」を提唱しだ（海芝澤2016い器形、槌文域の配置は槻沢嬰に共通し、 1ト
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部文様も槻沢型同様に弧線やクランク文を横位に連繋させる。しかし、頸部は地文のみである。この点は阿

玉台式土器や宮後タイプ大木7b式土器に共通する。茨城県北部を中心に分布する（第5図1~13)。

槻沢型や坪井上型は体部の垂下隆帯を消失したことにより、隆帯間に閉じこめられていた弧状、 X字状の

モチーフが、横位に連繋、展開するようになった。同様に、垂下隆帯によって分断されていた頸・体部間の

沈線や有節沈線も横位に 1周するようになった。

頸部の文様の有無から、槻沢型が七郎内II群士器、坪井上型が宮後タイプ大木7b式土器の系譜を引くこ

とが分かる。それぞれ地域の系統を引いている。但し、宮後タイプ大木7b式に見られた口縁部の区画文は

坪井上型には見られない。宮後タイプ大木7b式土器からの変化だけでは坪井上型の成立は説明できない。

槻沢型、坪井上型は阿玉台皿． w式期に盛行する。しかし、七郎内II群土器や宮後タイプ大木7b式が消

滅したわけではなく（第1図17、第3図5・ 12)、垂下隆帯を配す土器も数を減らしながら存続する。

5 口頸部一帯型の土器

加曽利EI式期になると土器様相が一変する（3)。槻沢型、坪井上型に代表される口縁部、頸部、体部の3

帯構成の土器が影を潜め、口頸部が一帯となる土器が主体を占める。那珂川上・中・下流域に、それぞれ特

徴的な土器群が分布することを示した（塚本2016)。那珂川上流域には浄法寺類型の土器が分布する（塚本

1997)。器形はキャリパー形が多い。口縁部に中空の把手を配し、口頸部に「S」字状、渦巻状の基隆帯を配し、

それに沿う沈線や半隆起線で器面を充填する。これは同地域に前時期から存続する火炎系土器の口頸部文様

帯を取り入れたものである。口頸部を一帯の施文域とする。括れ部以下の体部には縄文を施文する。縦位の

沈線を施すものもある。那珂川中流域では細い貼付隆帯によって、口頸部文様帯にモチーフを配す土器が存

在する（第7図1~4)。中空の把手を配すものもある（第7図2・4)。これも多くは口頸部一帯型である。那

珂川下流域では、一帯の口頸部文様帯に、細い貼付隆帯で波状文や渦巻文等を配す土器が存在する。施文域

が上方に押し上げられている。

このうち、那珂川中流域を中心に、口頸部文様帯の下位に多条の沈線を巡らす土器が存在する。器形がキャ

リパー形を呈し、前時期にみられた屈折部が無くなり、器形全体が緩やかなカーブを描いている。口頸部文

様帯の直下に、多条の横位沈線を、幅広く巡らす。屈折部で施文域の区画を意味していた数条の沈線が、屈

折部と頸部の施文域の消失により、区画の意味を失い、上下に幅広く、条数を増やして施文されるようになっ

たと考えられる。小波状沈線も引き継がれる。

6 まとめ

関東地方北東部における中期中葉大木式系土器の体部と頸部の境を区画する横位沈線に注目すると、阿玉

台式前半期の体部に垂下隆帯を配す七郎内II群土器や宮後タイプ大木7b式土器では、体部垂下隆帯の上端

を数条の横線 (1条だけ小波状）で連繋していたが、阿玉台式後半期の体部垂下隆帯を消失した槻沢型、坪

井上型では、頸部体部境の器形の屈曲部で、頸部と体部の施文域の区画線として器面を 1周するようになった。

加曽利EI式期になると、 D頸部一帯の文様帯を配すようになり、槻沢型、坪井上型にみられた頸体部境の

器形の屈折と頸部の施文域が失われる。こうした状況で、那珂川中流域を中心に、屈折部を失った体部上位に、

横位沈線が多条化し、幅広くなって残存したと捉えることができる（第7・8図）。
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註

(l) 阿玉台II式土器と阿玉台m式上器か共伴する事例が多く、これを遺構や集落の年代を捉える単位として「阿玉台II~

皿式期」と、 1段階として捉えてきた。阿玉台II式と伴出する阿玉台m式土器と阿玉台皿式のみで組成する阿玉台皿式

土器と、製式学的に区別できる特徴を認めたため、編年学的な型式として「阿玉台皿式古段陪」と「阿上台m式新段階」

と呼ぶこととした。

(2) 鈴木裕芳は茨城県日立市諏訪遺跡の報告書で、体部隆帯間に対弧状、 X字状のモチーフを配す土器を「スワタイプ」

と仮称した（鈴木1980)。その後海名澤稔が「七郎内II群上器」をも含めた概念として「諏訪式」を提唱した。同じ遺跡

名の「諏訪（スワ）」を用いても、指す内容は畏なっている。筆者は、「スワタイプ」と七郎内II群上器は文様構成が異

なることを示し、 2つの意味で使われる「諏訪」の名称を避け、「宮後タイプ大木7b式」を仮称した（塚本2009)。今後、

標準となる土器を示し、概念化としかるべき名称を付すことを考えている。

(3) 阿玉台N式土器が純粋に組成する一括資料、加曽利EI式期の十器がほぼ純粋に組成する一括資料があり、それぞれ

に共伴する大木式系十器は異なるものである。「阿玉台w式」と「加曽利EI式古段階」は編年学的な単位として存在す

ると考えている。一方で阿土台w式十器と加曽利EI式が共什する事例も多いっ江原英はこの共伴事例を取り 1げ、更

に施文手法の観察から、同時に製作されたことも指摘した（江馬(2006)。阿玉台w式土器と加曽利EI式古段階の土器の

両方を製作・使用した時期があったことは間違いない。阿玉台W式が純粋に組成する段階と加曽利EI式古段階の士器

がほぱ純粋に糾成する段階の士器を比べると「上器様相が一変する」ということである。なお、江原は加曽利EI式期

全時期を通じて阿玉台w式土器が存続し、相互に交渉を持ったとしており、筆者とは考え方が異なっている。
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関東地方北東部における中期中葉大木式土器の体部上端区画の変遷

竹ノ下式土器 垂下隆帯の上端を有節沈線で連繋する土器

口

縦方向の隆帯間を有節沈線で連繋する土器

＼
 

更

S = 1/10 (1以外。 1は縮尺不定）

1 茨城県吹上貝塚、 2 栃木県御霊前遺跡、 3 • 5 福島県南堀切遺跡

4 福島県法正尻遺跡、 6 • 7 栃木県三輪仲町遺跡、 8 • 9 栃木県桧の木遺跡

10~12 茨城県滝ノ上遺跡群、 13• 16 茨城県宮後遺跡、 17• 18 栃木県槻沢遺跡

第 1図 竹ノ下式土器・七郎内II群土器 (1)
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研究紀要第25号

頸・体部境に隆帯と有節沈線を巡らす土器

,0／口い

8
 

頸・体部境に狭い楕円区画文と有節沈線を巡らす土器

霊

S = 1/10 

1 • 4 • 15 • 18 栃木県槻沢遺跡、 2 栃木県小鍋前遺跡、 3 栃木県御霊前遺跡

5 • 17 栃木県三輪仲町遺跡、 6。8 • 9 • 16 茨城県滝ノ上遺跡群

7 • 13 茨城県堀米A遺跡、 10 福島県上ノ台遺跡、 11 福島県南堀切遺跡

12 福島県寺前遺跡、 14 福島県法正尻遺跡

第2図七郎内II群士器 (2)
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関東地方北東部における中期中葉大木式土器の体部上端区画の変遷

頸・体部境に有節沈線を巡らす土器

池←•9r翌

゜

11 

狭い口縁部と体部に幅広い一帯の施文域を持つ土器

3
 

体部施文域中位を有節沈線で横位に区画する土器

1 • 2 ・ 7 • 17 福島県法正尻遺跡、 3 福島県鴨打A遺跡、

S = 1/10 

9 福島県南堀切遺跡

5 • 6 • 12 • 16 栃木県槻沢遺跡、 8 • 10 • 11 茨城県滝ノ上遺跡群、 9 • 19 茨城県堀米A遺跡

13 茨城県宮後遺跡、 14 福島県上ノ台遺跡、 15 福島県七郎内 C遺跡、 18 栃木県三輪仲町遺跡

第3図七郎内1I群土器 (3)
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研究紀要第25号

垂下隆帯の上端を沈線で連繋する土器

8
 

頸・体部境に隆帯と沈線を巡らす土器

頸・体部境に狭い楕円形区画文を巡らす土器

羹

頸・体部境に隆帯を巡らす土器

S = 1/10 

1 • 2 ・ 4 • 7 • 10~13 ・ 15 • 17 茨城県宮後遺跡、 3 栃木県小鍋前遺跡、 8 栃木県桧の木遺跡

5 • 6 • 9 • 14 茨城県堀米A遺跡、 16 ・ 18 茨城県滝ノ上遺跡群、 19 福島県寺前遺跡

第4図 宮後タイプ大木7b式土器（スワタイプ）
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関東地方北東部における中期中葉大木式土器の体部上端区画の変遷

6
 

S = 1/10 

1~5 栃木県槻沢遺跡、 6• 7 茨城県宮後遺跡、 8 茨城県滝ノ上遺跡群

9 • 17 栃木県三輪仲町遺跡、 10 福島県上ノ台遺跡、 11 福島県桑名邸遺跡

12 福島県鴨打A遺跡、 13 福島県妙音寺遺跡、 14~16 福島県法正尻遺跡

第5図槻沢型の土器
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研究紀要第25号

坪井上型の土器

体部中位を横位に区画する士器

1~4 茨城県坪井上遺跡

5 茨城県宮後遺跡

6・7 茨城県滝ノ上遺跡

8 栃木県槻沢遺跡

9 • 10 栃木県桧の木遺跡

11 福島県法正尻遺跡

12 栃木県小鍋前遺跡

13 福島県南堀切遺跡

嘗

贔{‘ 

S = 1/10 

14 • 15 福島県上ノ台遺跡

16 茨城県滝ノ上遺跡

第6図 坪井上型の土器・体部中位を横位に区画する土器
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関東地方北東部における中期中葉大木式土器の体部上端区画の変遷

-z:：：：：：：ニ‘―•テ三·`：K_-＞ゞふ；―，. ：：：之-.;_：-：：ヨだ云三，ーニ::::•（ミと••こ｝｝ご云mtミ:9 、

第7図 那珂川中流域の加曽利EI式古段階の土器

七郎内 II群土器 槻沢型の土器

宮後タイプ大木7b式土器 坪井上型の土器

第8図 頸・体部区画の変遷
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S= 1/10 

1 ・ 3~5 茨城県滝ノ上遺跡

2 栃木県桧遺跡

口頸部一帯型の土器

口頸部一帯型の土器





栃木県における曽利式系土器の様相

刊祐ぃ信
訟
膝後

l はじめに 4 栃木県内の曽利式系士器の様相

2 栃木県の及び周辺の曽利式系士器の認識（研究史抄） 5 本県及び隣県の曽利式系士器の出士状況

3 栃木県内の曽利式系土器の分類 6 まとめ

縄文時代中期後半の加曽利E皿式期に、曽利式系土器といわれる条線地文で頸部と胴部に指頭圧痕などを施した隆帯を

貼付する大型の深鉢形土器が、那珂川上流域の遺跡を中心に一定量出士することは周知のとおりである。本稿では栃木県

内の曽利式系土器を集成し、口縁部の形態と施文される条線文、隆帯の加飾等について分類を行い、分布や時期などにつ

いて先学の研究について検証を行った。

その結果、これまで言われてきた曽利式系土器については形態の異なる大中2タイプがあり、特徴や分布・時期につい

て再確認することができたほか、加曽利EI式新段階に搬入品ないしは模倣品の小型深鉢や、わずかではあるが受け口状

口縁の小破片が県内各地で出土していることが明らかとなった。

1 はじめに

縄文時代中期後半の加曽利E皿式の一時期に、地文が条線で頸部と胴部に指頭状の圧痕を施した隆帯を貼

付した大形の深鉢形土器が、那珂川町三輪仲町遺跡や那須塩原市槻沢遺跡など那珂川上流域の遺跡でたくさ

ん出土する。このような土器は、キャリパー形で縄文を地文とする加曽利E式の深鉢とは破片資料でも明瞭

に識別され、山梨県甲府盆地を中心に富士川下流域、伊豆地方、西関東を主な分布域とする曽利式土器に源

流が求められる土器として、古くから先学により指摘されてきた。しかし、本場の曽利式土器とは、口縁部

が短く胴部最大径が口径を上回るなど器形、さらに条線文・隆帯の加飾についても趣が異なるため、関東東

部～東北南部では曽利（式）系土器として報告されている。

本稿では、まず栃木県および近県の曽利式系土器のこれまでの研究を振り返る。その後、栃木県内の資料

を集成したうえで、県内の曽利式系士器の分類を行い、先学が指摘している時期や分布について検証する。

そして、なぜこの一時期に甲信地方～西関東に源流をもつ曽利式系土器が、遠く離れた那須地方で変容しな

がらも土器組成の中に存在するのか、若干の私見を述べてみたい。

2 栃木県及び周辺の曽利式系土器の認識（研究史抄）

本県で条線地文の深鉢形土器を曽利式系土器と最初に認識したのは海老原郁雄である。 1981年、「栃木県『加

曽利E様式』における異系土器」において、会津を送り手とする馬高式系統の土器、南関東を送り手とする

頸部に隆帯を巡らせ外反する口頸部が素文化する深鉢と条線地文の深鉢を取り上げている。条線地文の深鉢

形土器の特徴としては、滝川原遺跡・槻沢遺跡の資料から、頸部がくびれて口縁が直線的に外反し、胴部が

膨らむ背の高い大型品で、文様は条線を地文とし、指頭圧痕を加えた貼り紐をくびれ部と胴部に4~8単位
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研究杞要第25砂

爪1、させるものと指摘している c，貯期については、共｛『関係が判然としないため想定の域をでないが1fL1閃東

嗣年加竹利EII :rt期に位置つけ、曽利式系讀の上器として認議しだいとしている また、底邸か極端に小さ

〈正立では不安定だか形態的1こ点沸に適していること、しかし大型で、噸沸[l]器柿としては如何にも過大であ

り、一般の消耗い器柿と 1吋列に扱っていいものか¥i1'疑罰が残るとしている（海老原1981a)っ

湘ど原は同灯刊行の『栃木県史〗通史記の縄文闊代の「中期の十器」においても、加曽利 E II八期の巽系

詞の土器として連弧文上器と芦利式系十料を収り上げている。倅出関係は明らかでないとしなからも、加曽

利 EII-EIII式にかけて存紬したものとぢえており、槻沢遺跡をはじめ、滝） 1| ）泉•長者平西・坊山・州野遣

跡なと多放類例かあることから、栃本県の中期後葉における上器群の一組成とし注目している（海名J原

1981b),, 

1985年、后淵—ム人は」ヒ欠直跡』の兌掘凋介平屈告書で、破片貴杵で出土点数も少ないとことわったうえで、

第6群十器（口縁犀文標間は横位栴円文、胴篤は 2~ 3条の懸垂文と綾杉状条線文を加文する平口縁のキャ

リパー状の深鉢〗、第 7 辟十器（地文が利い条線文で、企けい口縁部で頸部の括れが弱く、胴部が丸みを幣びる

深鉢，）、第12群十輩且 (U縁紐か血［文で、頸部下に渦巻文［ぺ両が配され、地文が条線文の鉢形十倍李）の 3種を曽

利系十器として取り 1げている 1欠 W期（しi縁邸文｝玉恰が円形、楕円形区圃文どなり、胴部か麿消し懸百

文かー「体となる時期）に伴出例が多いとし、概ね大木9式期古段階に位置付けている 3 また海名原同椋、こ

れらの十器は直按的な曽利式上器とみるよりは、 1わ関東地）jを謀体とした可能性が高いとしている（告淵

1985)ぐ

同年、隣県の福島県でも松本茂が『近‘「B遺跡』の発掘調査報告書において、 U縁祁下端及び桐部に指頭

押捺文を帖り付けた上器で地文に条線か旗される十器を、苦利式系統の十器として汁日している。器形、特

に口居部の形態の違い、降特に正面から加えた指頭抑捺文なとの特徴から、仕地で作られた可能性が強いと

している＂人熊町南澤遺跡、いわぎ市愛谷遺跡なとの浜通りや中通りの県南地方にある程度分布し、大木 9

式の中段階に伴出するとしている。曽利皿式の系請上に位筐する上器で、 1980年の神奈川考占同人会竹成の

祖年衣による限り、一段階さかのほる可胄杓Itを不唆している（松本1985)。

2002年、谷口康浩は閲末地力に分布する曽利式七器を変形秤度から、 A群（オリジナルな曽利J.しに忠実な

ー群、搬入晶か合まれる）、 B群（文；様の細部の特徴や邸式［青ぷ化の嗣集に変形か生じている一群）、 C群（変

サクか苫しく、オリシナル椋本の中に類例が兄いだせない一訂）の 3者に区分している心曽利式土器の中心地

ては紐線文類四りの上器は曽利III八を境に減少するが、関東地）」ではそれ以後加酋利E3式期まで紐線又類堕の

十器群が残仔しており、その人部分はC類に分類されるとしだ。そして曽利式十岩の本場で土器形人に大苔

なモデルチェンシかあったにもかかわらず、関東地方側て占いタイプの曽利式が残存したのは、情報の阪界

とI"]時に、それかすでに在地化していだことを示すとしている。まだ、曽利式の情報量から 6つの地恰に区

分しており、本県は曽利式』じやが10％末満に落ち込む境界域の東の第6地帝であり、北閃東から千葉にまたが

る合わめて）I・¥しヽ範此に伶置する o A許は皆皿、 B群はまれであり、ほとんどの苦利式が碧しく変形して在地

化しだ紐線文姐凰の C類に限定されるものの、広い範囲に伝逹されて共有されていることに特徴かあるとし

ている）そして、曽利式」虚ドの本場の甲附盆地などで紐線文系士器かすでに衰退しだあとにもかかわらす、

加曽利E3入期にむしろ個体数を培やしていることから、曽利式中心地からの直接的な情報昌はほとんど鯛

く、隣長する給 5地悶からのさわめて農られだ惰設にしか接していなかったと推定している（谷□2002)。
2004隼、 t裔本勉は埼玉・群島·栃木·茨城•千童•輻島・山形県の曽利式上器の遺構一括資料から情報の伝迄を

讀み取ろうとしだ 桐木県ては槻沢遺跡の13叶の竪穴住后跡出十資料と大田原市鉢木遺跡の資料から、曽利
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栃木県における曽利式系土器の様相

系土器に伴出する大木式に新旧の可能性があることを指摘し、加曽利Em式より新しい土器が少しまとまっ

ているとしている（橋本2004)。

2004年には、小暮伸之が福島県出土の曽利系土器についてまとめている。県内9遣跡（浜通り 7、中通り 2)

を集成し、浜通り地方で多く出土する傾向があるとしている。そして、福島県への曽利式土器波及期につい

ては、大木8b新～9式中段階（加曽利EI式新～EII式新段階、曽利II～皿式並行）にほぼ限られるとし、

曽利系器の分布の北限である福島県へは、関東地方などで複数回クッションを経て、かなり変容した形態で

波及したとしている（小暮2004)。

また翌年にも、小暮は富岡町前山A遺跡出土の大木8b・9式土器を検討する中で、異系統上器として曽

利系土器・連弧文土器を取り上げている。これらの土器は大木9式（古）に位置付けており、西関東で盛行し

た時期よりやや遅れて波及するとしている（小暮2005)。

その後、福島県では楢葉町井出上ノ原遺跡（小林2013)、福島市和台遺跡（新井2004)などで破片資料が出

土している程度で分布については大きな変更はない。ここで取り上げる紐線文類型の曽利式系土器は、口縁

内面に明確な稜、頸部波状粘土紐貼付するいわき市上の内遺跡や和台遣跡、前山A遺跡の資料を除いて、高

木遣跡、松ノ下遺跡、井出上ノ原遺跡などの竪穴住居跡の出土資料を見る限り、本県同様、大木9式後半（加

曽利Em式段階）が主体であると考えられる。

2006年、戸田哲也は「曽利m式上器の伝播と変容」で、西関東では連弧文土器の主体時期（加曽利E2新（大

木8b並行） ～加曽利E3古段階（大木9古）に該当）に曽利皿式が共伴するのに対し、東関東では、連弧

文土器の2ないし3段階の変遷と関連するかのように、加曽利E3式の磨消縄文が発達した段階（加曽利E3

中～新）に曽利皿式から変化した様相を示す土器（①太く粗い隆線の作出と隆線上のキザミ、②屈曲が弱く

寸胴の器形、③極端に屈曲し、腰高となる器形）が共伴し、東関東から東北南部にまとまりをもって分布す

るとしている。

また、本県の那珂川町三輪仲町遺跡、浄法寺遺跡の 2遺跡を取り上げ、相当量の曽利系東北型士器（①口

縁部幅が狭く、口径は胴部最大径より小さい。②口縁は直ロ・内湾・外反などで、キャリパー状のものはない。

③口縁上端～内端への加飾はない。④地文は粗い単沈線が立位あるいは斜位に施さる。⑤頸部・胴部にそれ

ぞれ横位と縦位の円形押捺が施された隆帯を貼付。垂下波状隆線は少ない。⑥頸部のくびれは器上部、最大

径も胴上部にある。）が出土していることから、那珂川上流域がこの種の土器製作の中心地のひとつとしてい

る。また、口縁部重弧文は東北南部では少ないことから「三輪仲町型」と分けることも必要としている。そ

して土坑内の供伴関係から曽利系東北型土器は加曽利E3式中～新段階、大木9式中段階、吉井城山D類土

器との並行関係を指摘し、分布域は栃木県北東部～福島県南部の直径90km圏内としている。また、曽利m式

土器が中間地帯を越えて新たな士器群が明確な特徴を生み出し、安定した分布圏を形成することから「飛び

火的現象」と呼称している（戸田2006)。

2007年、合田恵美子は栃木県の縄文時代中期末葉～後期前葉の土器研究の動向をまとめるなかで、条線地

文に隆帯や粘土紐を貼付する曽利式士器に似る土器を曽利系土器群として注目している。谷ロ・戸田同様、

このような土器は南関東の多摩地域では加曽利EII式前半段階に並行し、後半段階には消滅すると考えられ

ているが、栃木県では加曽利Em式段階の土器と共伴するのが一般的で時間的にズレがあることを指摘して

いる。そして、東京湾東岸では加曽利Em式段階でも見られることから、中部地方から直接的ではなく、南

関東東部から波及した可能性が高いとしている。また、県南地域では破片資料が多いが、県北地域では炉体

土器として使用するなど土器全体を復元できる状態で出土する例が認められること、南関東で出土する曽利
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系＿L器は加曽利E式上閤よりも小別のものが多いか、県古のものはかなり人形のものか多いことなとを指摘

してし＼る（合日2007,〕

2009年、大内千年は房約半島の曽科式系上げドを集成し、分布や時期について検詞を加えているゎ曽利式系

上器のほとんとか針行文・璽弧又上閤であること、闘期にういては遺構共什事例から胴紐磨消縄文成立以前

の加曽利 E2式に伴うものは少款あるものの、月刊部磨消縄文成立以降の）Jll¥苫利E3人に伴：）ものか人多政を占

めており、加苦利E3ェ＼悛1'の「横位連携弧線又十器」との関係は池いことなとを担摘している（，大杯12009)

千菜り［は1伍木県と同じく、曽利式か苫しく変尼して在地化しだ矛廿線又類円IC如に隕定竺れる第6地伯てある

ことか谷[lしこより指摘されてしヽるか、 するように、 1い］し第6地恰でも器形や砧付隆悶の加姉の変容、本

県の［」縁部の条線か伯行又・重弧文てあることなと、向且0)坦域冗は人きいヘ

]〗者も、槻沢追砂・ニ：輪仲日」直闘・ハノケトンヤ直跡なとの梵圏囀介を担当し、那須地方の縄又 II寺尺中後

期を若えるなかて、那須地｝」で曽利式系＿L閤が加曽利EIll式期のム時期｛こ一定醤出上すること、オリシナル

は山梨県甲附盆地を中心に分布する曽刹式＿し器て、 1~2 設隋の変容を腎て加須地方｛こ しえもび）と先掌

同圧の岬解を不しtこまだ、那姐地方てはこれ以降、曽利系七閤のほか向且壼杉し閤、石棒や丸石、化）五内

旺売や柄鐙形敷白什居なと、次第に中祁地方から間束地万南酉胄似こ系

構・遺物が多く出十することを指摘しだげ交蔚2010b 

3 栃木県内の曽利式系土器の分類

られる儀札や祭祀に係わる追

栃本県内の苦利人系＿し器は、管見で32遣趾確認、しており（第 lI叉I.第 1哀）、肩ね具l}、」の中期悛半の著名な

遣跡からは出上してし＼る~; ·-• -合［］が祈摘してし)るようこ、小山巾寺野東遺跡〈28)、佐野1l1．馬門南砂、 (31) な

と四、南四紐の遺跡では小破片が牧点出」：する程度てあるのに対し、県北東部、特に那詞）111;]［およひその文

流の荒川流域の直跡からの出＿しか顕芳て、那須塩）息市槻沢遺跡 (4)、大田原rh岩舟合遺跡 (7)、那詞JII日］

臼i」こ『遺砂 (]0ヽ ）．二輪仲1廿」直跡＼11) なと発掘調査か行われた遺跡ては、この砂期の翌穴什店跡や上坑から

器形の推定て苔るものを含め、かなりの割合で出十している J

木県から出士する曽刹式系＋閤の多くは、曽利式土器のうち「l皐蒙郎に斜印条線、重弧久、格子目文なとを

もつ詑 l_］文t^器と u・『はれる一計て、紐線又煩刑の変容し之ものてある、万その多くは胴陥紐大径か1方にあ 9_)

て肩のリ長 1]、オ1［れ畠から「］縁か知〈閲く深鉢形十器て、地文か半観竹管や櫛傷IJ¥丁員を）1］いだ条線文てある

こと、蛇1」腎骨・訓突や抑蛉を応しだか降骨が拮れ罪に巡り、胴郎にも同杜0)降骨か数条垂下することなど

か特徴として挙けられる~このように本場の苦利式に比べるとかなり変容している-ーとは、先学か桁稿して

いるところである」

しかし、これらの曽利式系上器は、小破片ても細部を観寮していくと器形や他久される文標などに

ぁ1)、 -ーれらを分析することにより地域ごや廿＼廿叩工も見れるものと思われるつ以―ド、本県の苫利文系」塁，亭に

っし：て、口犀象部形帳， U賛郎の文オ東・頸部およひ桐邸の晴付賢畳の加飾こついて分類を行い、廿午月）］や分布に

ついて樅討を加える なお、これら以外にも、地文の条線文や貼付隆恰押位の方直文旦、 卜器の規格なと分類

は可能てあるか、これらにつしごは必要に応し文中て触れる

(1)口縁部形態

岳れ郊から直祝的｛こ外防し、 lI唇邸内面が肥厚いこ:l汀丁1人となるもの

B類 平l_］元及て、祈れ部から但祝liり［こ外傾し、上方て芳 l|）出弯寸るも(/),

C娯 知い羊口縁で、括れ；鳴から1}、い喜するものヘ
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1門場遺跡

2梅ノ木沢遺跡

3 ハッケトンヤ遺跡

4 槻沢遺跡

5長者ヶ平西遺跡

6 鉢木遣跡

7岩舟台遺跡

8 片府田富士山遺跡

9 品川台遺跡

10浄法寺遺跡

11 三輪仲町遺跡

12新道平遺跡

13荻ノ平遺跡

14小鍋前遺跡

15滝川前遺跡

16鳴井上遺跡

17桧の木遺跡

18赤坂道上北遺跡

19上り戸遺跡

20御霊前遺跡

21仲内遺跡

22広表遺跡

23梨木平遺跡

24竹下遺跡

25御城田遺跡

26台耕上遣跡

27上欠遣跡

28寺野東遣跡

29雨ケ谷宮遺跡

30星野遣跡

31馬門南遣跡

32 北の内遣跡

第1図 栃木県内の曽利式系土器出土遺跡

D類 短い単口縁で、括れ部から直線的に立ち上がるもの。

(2) 口縁部に施される条線文

I類

II類

皿類

w類

斜行文（斜方向の条線文）

重弧文（下弦の円弧状条線文）

直行文（縦方向の条線文）

素 文（文様なし）

(3)貼付隆帯の加飾

①類

②類

③類

④類

隆帯を小波状に折り曲げて貼付するもの。

隆帯の左右から、交互に刺突ないしは押捺を行い小波状にするもの。

隆帯の直上方向から、キザミ状の押捺を加えるもの。

隆帯の直上方向から、円形ないしは指頭状の押捺を加えるもの。

つぎに、各分類に従い、具体的に各遺跡出土資料について、それぞれの関係、時期や分布など特徴ついて

みていきたい (3)。
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(1)口縁部形態

A類 l」縁部小破月のみで、仝形かうかかえるものはない。いすれも器厚か6mm削後て、中塵の深鉢形上

器と考えられる 3 端部か屈由気眈に内清するものと、 L]賛 0) 内側に断血二角杉の 1脊帯を貼付して‘:•け「l;|）しに

なるものがある

訓者は那須息1打市小鍋前麿跡 (4図7) O)l点のみであるぃ皐且し＼計行条線か密に槌される厚みのある受け口

状口皐蒙で、端部上方の平炉面にも針行条紺と交圧叫突か施されるっ頌陥には(l類の小波状の降幣が巡る 色

請は賠褐色て、胎上も他の上器とは悦なるで人木8b式、加曽和」EI式ぷ）［段陪の上閤と1平出しており、本県で

は最も占い段階の紐祝文系の曽利式十器てある

後者は、外傾する口諄の内側に断面二角形の降需を巡らし受け1月）ことするもので、二輪仲町遣跡 (3図l)、

小鍋前遺跡 (4図6)、日光市仲「人」遺月 (4図15・ 16)、小且l|.h園ケ谷宮遺跡 (4図35)、馬門南遺跡 (4図

43 ・ 44) なとで出十しているし二輪仲Ill［遺趾のものは端郎か尖る阿い「lt家部破片で、重弧文が胞される。平

弧文のものは仲内遺跡からも出上しているか、貼付竺れる二角形の降惜はやや丸みをおび鈍い、そのほかは

斜行文の施されるもので、雨ケ谷官遺跡、馬門南遣跡、小鍋即逍跡のものは口縁端部から斜釘文、小鍋前逍

跡のものは頸部隆苦に余1位のキサミか密に施されている 伴出する上器は破片資料ではあるか、加曽利El 

祈段階～ EII式祈段階の土器が多いこ

なお、 U縁端部内側に腎帝を貼付け肥厚内屈させ、上端部に凹線を巡らすものが、口輪仲町遺跡SK-271で

ほぼ同じ形煎0)ものか2徊休 (3図10・ll)出」ーしているしいすれも大型深會本で、口緑陥は直立気味に内湾し、

闇部最人径か□縁部径を上回る 口縁部は電弧文が施され、頸部と胴祁は父五押捺された隆瞥が貼付される勺
前述の小別のものに比べ、培部は丸く仕［げられている 同様の口縁はSK-157(3図2) でも出十．しており、

加菅利EII祈～ EIII式の上器と伴出している-

B類 槻沢遣跡、二輪仲町遺跡、妍道平遺跡なと県北東郊て出十．しているが数は少ないー間部を欠くもの

が少なくないか、 C類に比べ口粽郎の外反度が大含く、 [7径が厠祁最大仔をI.I口lるものが多いと息われる 3

観沢遣砂 (2図13) は、貼付隆開か頸郊は、1，姐、青'il；が押掠による小波状の望煩の誓悶て巽なる、）新迅乎遺

跡 (4反l1) は、半裁竹菅で間附の粗い計行文が枷されており、同工具で「l介蒙部に 1り形剌突、頸部降惜｛こC

字状の連続叫突を巡らしている 二囀詞仲1月造跡 (3図9)は頸部の括れか弱く、条線は細く密に施されている。

槻沢遣闘 I、2図9,）、三輪仲町遺跡 (3図26) なとては地文か縄文・撚糸文の折表士器もある。｝川曽禾!JEII新

~ EIII式の上器と1半白している

なお、小破片のためC娯どの分別か難しいか、県南の雨ケ谷宣逍闘、馬門市遺跡でl」皐蒙輩部内側か角頭状

に肥厚するもの (4図36・ 40) か出土している。上＼類の＇之け［］状口縁のなこりと思われ、いすれも重弧文か

施されるし） J馬門南遺趾では、父万抑掠による小洩；1人のI斧帝か乖下する桐邸破片か伴出している。

c類 槻沢遺跡 (2図7・8)、浄法寺遺跡 (2図25・ 26)、二輪仲町遺鱈 (3図12・ 16 ・ 28)、寺野末遣跡 (4

図31-33) なとて出1→している 0 i釦去守直跡 (15・ 16)、＿三輪仲町遺跡 (28,) など括れ間から知く内清するも

のは、外反度が小さく、 l直立気味のものが少なくない 「］縁部には車弧文・直行又か！池又されるが粗く、隆

情は直1)j|［l]から押控される4如か多いつ人邸品は桐部最大径かn径を上同るものか多く、「い唄品は口仔が

桐畠最大督をし同るものが少なくない 県北束部の直闘からの出十か多く、1JII因利E川式土器と「「出している

D類 ハJ ケトンヤ遣跡 (2図 1)、外木遺跡 iヽ旦図15ヽ ）、槻沢直『か (2I叉16・ 14)、二粕仲町遺跡 (3図

15 ・ 16 ・ 18-21)、品）1|薗遺趾 (4f-xl 9 l、仲1人」直趾、 (4図20) なとて人聞のものか、桧の木遣跡 (4図10)、

詞城山直趾‘¥4図24）、合けJ_：追団亦 (41叉12り）なとて111刑0)ものか出上している 0.大団のものは直立内傾気味
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のもの (3図14・ 19) もあり、口径は胴部最大径を下回る。一方、中型のものは、口径が胴部最大径を上回

るものが少なくない。口縁部の条線文は、御城田遺跡のものが重弧文である以外は直行文で施文が粗く、隆

帯の押捺は直上方向からの指頭状のものが多い。大型のものは県北東部の遺跡からの出土がほとんどで、中

型のものは県央部にもみられる。概ね加曽利Em式の土器と伴出している。

(2)口縁部に施される条線文

I類 ほとんどが破片資料で、出土点数も少なく器形を推定できるものはないが、大半が右下がりの条線

文である。条線が細く密に施されるものは小鍋前遺跡 (4図6・7)、雨ケ谷宮遺跡 (4図35)、馬門南遺跡 (4

図43・ 44) などA類の口縁部に多い。小破片で明確ではないが、単口縁で上方が内湾する口縁部B類と思わ

れるものが、浄法寺遺跡 (2図27)、三輪仲町遺跡 (3図4)で出土している。伴出する胴部破片には②類の

隆帯が貼付されており、浄法寺遺跡は加曽利 EI~EII 式、三輪仲町遺跡は加曽利 Em式の土器が主として

伴出している。

新道平遺跡 (4図 1) は前述したとおりであるが、同じ口縁部に円形刺突、 C字状刺突をめぐらす破片は

三輪仲町遺跡 (3図3)でも出土している。

II類 岩舟台遺跡 (2図16・ 18)、片府田富士山遺跡 (2図20・ 21)、浄法寺遺跡 (2図18・ 26）、三輪仲町

遺跡 (3 図10~12・ 18)、桧の木遺跡 (4図11)、仲内遺跡 (4図20)、御城田遺跡 (4図24)、雨ケ谷宮遺跡 (4

図36)、馬門南遣跡 (4図40) など県内全域から出上している。口縁部A~D類すべての形態にみられる。三

輪仲町遺跡 (10~12) 、仲内遺跡 (20) など口縁は直立気味で、条線は幅広の凹線上のものが多く、三輪仲町

遺跡 (18)や仲内遺跡 (20)のようにm類の縦方向の条線文と併用しているものもある。貼付隆帯は④類が

多いが、条線が密な岩舟台遺跡 (2図18) (4)や口縁端部が肥厚する三輪仲町遺跡 (10・ 11) は②類の隆帯が

貼付されている。中型深鉢の片府田富士山遺跡 (21)、浄法寺遺跡 (26)、御城田遺跡 (24) などは重弧文の

施文は粗い。概ね加曽利EII新～Em式土器を伴出している。

皿類 ハッケトンヤ遺跡 (2図 1)、槻沢遺跡 (2図7・ 13 ・ 14)、鉢木遺跡 (2図15)、三輪仲町遺跡 (2

図14~16·19·21) など県北部の大型深鉢に多く施文される。口縁部は C·D類で、直立気味のものが少な

くない。槻沢遺跡 (2図11)、浄法寺遺跡 (2図25)、台耕上遺跡 (4図25) など中型深鉢にもみられる。隆

帯の加飾はほとんどが④類であるが、口縁部形態がB類の槻沢遺跡 (2図13)では桐部の垂下隆帯は②類で

ある。概ね加曽利E皿式土器を伴出している。

N類 □縁部のみでは判断できないこともあり、大型深鉢の槻沢遺跡 (2図6)、浄法寺遺跡 (2図23・ 
28)、桧の木遺跡 (4図10) ぐらいある。口縁部は直立気味のものが多く、隆帯の加飾は④類である。概ね加

曽利Em式土器と伴出している。

(3)貼付隆帯の加飾

①類 小鍋前遺跡 (4図7)、梨木平遺跡 (4図22) などにみられる。小鍋前遺跡については前述したとお

りである。梨木平遺跡のものは、口縁端部が内屈し受け口状となるもので斜行条線に反対方向の斜行隆線を

貼付し、籠目状の文様を描出している。頸部は小波状の隆帯を巡らし、地文が条線文の胴部にも同隆帯を垂

下させ、間に2条の隆帯で渦巻などの懸垂文を配している。地文は縄文であるが、同様の器形のものは御霊前

遣跡 (4図13)でも出土している。内湾する口縁部は無文で、括れ部に蛇行隆帯を挟んだ3条の隆帯を巡ら

しており、胴部には沈線の添う 2条の隆帯で枝状の懸垂文を貼付している。これら 2点は口径15cm、器高20

cmほどで、口縁部は括れ部から大きく開いて丸く内湾するなど非常によく似た小型の深鉢形土器であり、搬

入品ないしは特徴を忠実にとらえた模倣品と考えられる。御霊前遺跡では加曽利EI式中段階、大木8b式古

-19 -



研究紀笈第25号

2
 

ー
・
曇

ー

／
ー
＼
＼

雷9

跡遺木鉢

r
¥＼
ー

／

／

ー

＼

＼

6
 

I 1霞いr 4 ノ5 ( 

1 ~5（遺構外） --

（＼ 

い‘芦，1「―― n L -

26) 11 (SK-350) 

I-67)讐99][1,65
lZ(P-5) 

i1'□直＼13(7号住居址）

即土

＼
号

）
，
 
／
 
ー1

、
¥

坑

n
:
I
I
(
3
3
 
ー（
 

1
号

8
 

ー

8
 

F
(
 

(38号:"¥）)／ーロ:竺坑）

坑） ＼r / 4'28（包含層）
¥，』̂ ’▼--―ー、一'9-～

第2図 栃木県内の曽利式系土器 (1)

10浄法寺遺跡

S = 1 /10（破片1/8)

-20 -



栃木県における曽利式系土器の様相

11三輪仲町遺跡

叡，）、＼磯零吼
1 (SK---084) 

匹り--

'~｀雲〗
崎思

2 (SK-157) 

日
3(SK-388) 

4(SK-306) 

(SK-490b) 

14(SKも00)

‘‘、
9
9

~` 

6 (SK-450) 

13(SK-241) 

18⑩-13) 

ll(SK-271) 

7) 

，ヽ. 

23(JD-264) 

15(JD--240) 
2繹 217)

16⑳ 280) 
'' 

17 

(JD-179) 

第3図 栃木県内の曽利式系土器 (2)

‘,'’ 8
 

n

o

 

0

2

)

 

.

,

1

-

8

 

鱈
〗
且

2

激

ー

L

o

 

忍

,' p
1

 

9

/

 

ー

――
 
.n▼ 8 2
s
 

~g 

岡＂＂＼日
27

⑯
 
5
 
2
 

-21-



研完紀要第2日号

12 

15達Jil菊嶺鱈

g 

2～る（包含恩）

14 ;，図尋揺遣跡

印匈宣朗迫唸

22広寄遺跡

閻(I豆？こヒ坑）
偉捻~土坑）

託～．i例包含麿｝

認桑太字選応

2買包含靡）

25御数訴菟箇

認庄．認〉 ”応応'"i77)

切上欠翌；愁

図

〈5i-0翠）

31駕門宦這綺

嵩｝

船尺

4図 ,） 
心
〗

S=i/10（破片1/8)

段階の完叩 c と笠出して応り t

(3図lC)J 11) 忍~戸じめ、、

図` 。

図27)、

を伴庄してしヽる。

田

ノ山土‘＼、山」し、,,デ］，、プQo  

(4 

(2図20)、荻ノ

{『

9
-
0
 

7
 

(2図18)、

しかな＼｛ヽ が、同

E I[ E 四

つJ
A
L

((~ 

(4図26) な 芸ふ 7'→プ1ヽcゞ 9It, 0 ．ヅヽ

定うかがえるものはない。片高田富士1上遣跡のものは、 み状の押捺であるのに対し、

-?っ＿乙←J



栃木県における曽利式系土器の様相

部の垂下隆帯は④類で加飾が異なる。口縁部の重弧文は3~6条の連弧状の沈線で、胴部はエ具の異なる細

い条線文が密に施される。加曽利EII新～E皿式土器と伴出している。

④類 ハッケトンヤ遺跡 (2図l)、槻沢遺跡 (2図6・ 14)、浄法寺遺跡 (2図23・24)、三輪仲町遺跡 (3

図12~17)、滝川前遺跡 (4図9)、上欠遺跡 (4図29)など県北～県央の遺跡で多く出土している。口縁部

にC類の条線文が施される大型の深鉢は、円形の指頭圧痕状の本類の押捺が多い。多くが加曽利E皿式、大

木9式新段階の土器と伴出している。

本県の曽利式系土器について、口縁部の形態とそこに施される条線文、頸部及び胴部に貼付される隆帯の

加飾について 3群12類に分類を行い、それぞれの組み合わせや分布状況、伴出土器について述べてきた。こ

のほか、曽利式系土器のメルクマールである地文の条線文が縄文や撚糸文に変化している折衷土器が那珂川

上流域の県北東部で数点みられる。槻沢遺跡 (2図9)のものは、口縁部形態がキャリパー形に近いB類で

口縁部にも隆帯が巡り、口縁部から胴部に2条一組の隆帯が垂下する。浄法寺遺跡 (2図28)のものは直立

気味の無文口縁部で、頸部に微隆起帯を巡らす当地方の次期大型深鉢の器形と酷似する。三輪仲町遺跡 (3

図13)は器形や色調など当地方の曽利式系土器の特徴を有するが、口縁部に山形突起を付し、連弧状に 2条

の沈線の沈線を巡らし上部に縦位条線を充填しており、 26は口縁部に 1条の沈線を巡らし、地文が条線文と

酷似する縦方向の撚糸文が施されている。このほか頸部に押捺隆帯や刺突列を巡らせ、胴部に懸垂文が展開

する三輪仲町遺跡 (3図20)や小鍋前遺跡 (4図8) なども、文様構成に曽利式系土器との関連が想定され

ることからここに示しておいた。これらは概ね加曽利EII式新～EIII式期の土器と伴出している (5)0 

4 栃木県内の曽利式系土器の様相

前節で述べてきた分類とそれぞれの組み合わせや分布状況、伴出土器などから、本県の曽利式系士器の特

徴をまとめてみたい。

栃木県内出土の曽利式系土器は、ほとんどが破片資料である。口縁部から底部まで全形をうかがえるもの

は滝川原遺跡 (4図15) ぐらいで、口縁径や胴部最大径が推定できるものでも40点ほどである。これらは県

北東部の資料が多く、口径と胴部最大径の比に注目しグラフ化してみると、大中小の 3つのタイプが存在す

ることが明らかとなった (5図）。

まず、小型のものは、御霊前遺跡 (4図13) と梨

木平遺跡 (4図22)の2点のみで、口径と胴部最大

径はほぽ同じである。搬入品ないしは特徴を忠実に

とらえた模倣品と考えられるもので、加曽利EI式

新段階と考えられる。端部が屈曲する受け口状のロ

縁部形態で、口縁部に斜行文、頸部に小波状の隆帯

を貼付する小鍋前遺跡 (4図7)などもこの時期の

ものである 。
(6) 

中型のものは、口径25~35cmで、胴部最大径が口

径より若干小さく、肩部の張りが弱いものが多い。

口縁部は短く、浄法寺遺跡 (2図22・ 23)など内湾

気味に開く③類と、御城田遺跡 (4図24)や台耕上

遺跡 (4図25)のように寵線的緩やかに開く④類の

胴部最大径

20 

゜

•ロ
0 ロ
△折•:!:曇
女織入贔・櫨働贔

｀ 第5図 曽利式系土器口径ー胴部最大径比
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＿こ者がある l_1奇蒙訊は初い重弧文と責f¥，1条線文、貼付腎惜は指頚状のctx日の判l拾か施されるものかはとんど
てある、県央から県北邸から出上しており、ー［『出＿ヒ器は破片か多く咀仰てはないか、）JI]曽利E11[:r＼期と号え

られる勺

人叫［のものは、 U径か35-48cm、胴部只大督か38-ら2cmて、 HIn]部最大督か「l督を上1-n」るものが少なくないヘ

県北束部のものは、色翡が仄黄褐色、員筐色のものか多いへ 17縁幻のみの槻沢五跡（、口図 7.8 ！や一．輪1巾

町遣伯IJ、(3図18・ 19ヽ ）、月屑邸上＇「のみの浄凸守退跡， 2図13・ 14)や広人遺跡 (4図21)、破片資料ても器国

が 1cm以 Iのものは、はばこの形態の采鉢と考えてよかろ→ ＿， l_＿］賛邸は知く、 ；Jj晶から内為気昧に閃<c類

と山祝的に「月<D知があるか、し旦ずれも外罰度は小さく、二輪仲間直跨 (3図14・ 19) o) よ，〗（こ 1}、け項気味の

ものもある C [I奇菜ド[iは1唄計の小さい訃釘文もわすかに見られるか、社計；！条線又と玉弧文かはとんとてある

貼付隆情は指唄状の4知の直［押掠か多く、 2，岨の父互押戸による小成、［大［済骨も―［一Iみられる 雷弧文

類及び(1]類の［奇骨と、縦｛立条線文は粗いものか主体て指頭伏の1煩の［蜃恰との祖み合わせが多いー｛『出上閤

は加曽刹EIII:r＼かはとんとである。

人刑のもので口径が胴部最大怪をi一回るものに槻沢遣跡＼ 2図13)かある 口縁部厄態は外鯰度の人きい

B類てあり、このタイプの口髯部のみの二輪仲l町遣闘 (3図9,)妍道平遺跡(、4図 l) もn｛予かり屑部最人径

を上回るものと思われる

つ包に各分類の変化と組み介わせをみていく。口縁部形慇は概ねA類→B知→C・D類という変化がうか

かえ、口椋部と胴部の長さの比はl: 3から1:6 ~ 7と「樟蒙畠の割{_;-か小さくなるっ L_1命蒙贔に1j直される条祝

又については、 I類→ 1・ II類→II・ I[［類→III・ N類、賢瞥の］JIJ飾については、］虚［→]類→召〗• 4類といっ

だ変遷か予想苔れ、曽利式十器の情贔が闘間の経過とともに次第に変形Lてくことが続み取れる。

LJ皐蒙部は次第に鰐く外傾か弱くなり、上方から見なければわからない文けL]状の口縁内目］は泊咸していく

一方、文椋ては、細く深い斜行文・重弧文が口縁贔邸から密に記されていだものか、 1乙裁竹管を）1]いるなど、

）ヽくて祖い重弧文や直行文に変化していく 情報として印象のリ皇い重弧文は比較的後まで残るか、斜行文は

梅文の間単な胴部と同じ方同の直行文に変化していったものと息われる c、小波；1人の貼付隆惜も隆骨の左右か

ら交互に剌突。」附圧を加える小波状の隆惜やキザミを他した降骨、その後亘直万向からの大ぶ i)な指頭状の

I十痕へと変形、簡略化が諮められる これらは深鉢の大型化｛こ｛半い位且暮となってし＼ ＜ J 

つ苔に地域ごとに曽利入系土器の特徴をみていく。前述しだ加曽利EI新段隋の搬人晶ないしは模倣品と

考えられる小叫j|'爪や、破）『資料しかないため明佃ではないが酋利式系卜器の中てはやや古い段階と考えられ

る外傾する [I縁の内側に甘）［血二角形の賢恰を巡らし受け口状とする八類が、県内各地の拠点となるような遣

跡て紋見されるジし凰南の島門南遺闘や雨ケ谷宮遣『亦ては玉弧文の他苔れる B類の口縁部や（2類の腎雷が貼付

される!JIBJ部破月か出土しており、加薗利EI新段階～ E Il式の上器と｛平出している。

破且も敦見で苔るか中型の深鉢で、加曽利Em式段階のものど考えられる，9

隆閤の胴部

県央でも小破片かほとんとで器形の揺定で苔るものはほとんどないC 悶厚から巾別の深鉢が多く、大邸と

息われる］詞邸破片は数点てある e 「l印象郊形粗はC類と D類て、 U岳蒙部の条祝は御城田退跡でII類の破片か出

土している以外はm類である：加曽利ElT糾～ E m;r＼土閤と1半出しているでなお1欠遺跡ては「7縁陥横i;！楕

円文、胴音［に 2~3条の懸『文と綾杉状の条紺［文を槌しだキャリパー状の曽利式系の深鉢 (4閃3(）)か出上

している」胴祁懸玉文から加曽利EII八期のものと息われるで同托0)桐郊破片は梨木乎遺跡 (4図23)でも

出土しているぐしかし、条線は深く密に槌苔れ、加曽和JE I式上芥と1半ItJIしており、曽利式系十器とするに

は躊路する'。
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栃木県における曽利式系土器の様相

県北東部では、 A類やB類の口縁部も散見されるが、 C・D類が顕著である。口縁部に施される条線文も II.

川類が多く、併用される例 (3図18・ 4図20) もある。貼付される隆帯は④類が主体である。口縁部がB類で

斜行文と②類の隆帯 (2図27、3図4)、口縁部がC・D類で、縦位条線文と④類の隆帯が施される大型の深

鉢が主体である。同類の口縁部で、重弧文が施され②・④類の隆帯が貼付されるものもある。三輪仲町遺跡

SK-271出土の2個体は重弧文で交互押捺の小波状の隆帯施され、端部が肥厚するなど古い要素が残る。

戸田哲也はこのような曽利式系土器を「東北型」、その中の重弧文のものを「三輪仲町型」としている。そ

の特徴については概ね賛同するが、那珂川上流域を中心に鬼怒川以東の古代那須郡にその多くが分布してい

ること、福島県のものとは器形などに若干地域差があることから、「東北型」とするよりは「那須型」とした

ほうが妥当と思われる。また、「三輪仲町型」についてはこれまで述べてきたように、口縁端部内面の肥厚、

②類の貼付隆帯、重弧文など古い要素の残っているものと理解されよう (8)0 

5 本県及び隣県の曽利式系土器の出土状況

本県の遺構から出土している曽利式系士器は、表1からも明らかなように、竪穴住居跡や土坑の覆土中か

らで、破片で出土している例がほとんどである。復元可能な個体は県北東部の那珂川上流域を中心に多く出

士しているものの、土器全体の半分以上残っているものはほとんどない。遺構出土の中で注目されるものと

して、曽利式系土器の破片を複式炉の構築材として再利用している例などが数例ある (6図）。

矢板市広表遺跡SI02(A)は、直径4.7mの円形プランで4本主柱の竪穴住跡で、炉は上器埋設部・石組部・

前庭部で構成される複式炉が西壁に付設されている（海老原1999)。石組部の底面に石ではなく土器片を敷く

以外は、胴部下半を欠くキャリパー形深鉢（ 1) を斜位に埋設し、石組部が浅く土器埋設部との境界がない

など、南縁の土器埋設複式炉の特徴を示している（後藤2010a)。また、前庭部の壁際の対ピットや横穴は槻

沢遺跡やハッケトンヤ遺跡、片府田富士山遺跡など那須地方のこの時期の複式炉に類例がみられる。石組部

底面に敷かれている曽利式系士器については、大型深鉢の胴部上半 (2)を粘土紐接合部で長方形の板状に割っ

て使用している。報告者の海老原は曽利系タイプの個体を使ったのは単に大型個体の便宜からだけか、ある

いは使用規制の故かとしている（海老原1998)。県内の土器敷炉は、仲内遺跡SI-871（加曽利EI新） •879 （加

曽利EII)、：：：：：：輪仲町遺跡8号住居跡（加曽利EII)、槻沢遺跡SI-157b （加曽利EII新）などある。いずれも

厚手の大形深鉢の破片を敷いているが、土器型式と炉の形態の関連は認められないことから、単に厚手の大

型土器の破片を選定したと理解した方が妥当と考える (9)0 

槻沢遺跡では、複式炉などに曽利式系土器の破片を利用している例がいくつかある。 SI-57(B)では、複

式炉前庭部の張出しのピットから加曽利E皿式 (1) と曽利式系 (2~5）の胴部破片がまとまって出土し

ている。 SI-59B(C)は土器埋設複式炉の石組部前室と、旧炉の埋設土器を抜き取ったピットに土器片を埋

設したものである。前者は曽利式系士器の破片のみ (14・ 15) をまばらに敷いているが、後者は曽利系士器

の破片 (8-13)を主に、他の土器片 (4~7) も数点混じっていた。曽利式系土器は同一個体の破片 (5) で

あり、炉の作り変えを考えるうえで興味深い資料である。 SI-72(D)の炉跡は、袋状土坑の上に構築されて

いるため20cmほど陥没し、前面以外の側石は大半が抜き取られ原形を保っていない。奥壁には曽利式系土器

の大形の口縁部破片 (1) を逆位に、東側には同じ土器の胴部大形破片 (2) を立てて設置しており、奥室が

士器片囲いで前室が石囲いの二室構造の複式炉と思われる。また、 SI-42Cは4回の炉の作り変えのある住居跡

で、奥壁寄りの楕円形のピット (E)から、幅10cmほどの曽利式系土器の胴部破片 (1~5)を楕円状に組

んだ埋設士器が検出されている。
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以上のように、本県では曽利式系土器は炉の構築材として使用する場合、破片を敷くもの、破片で囲うもの、

付属ピットに詰め込んだものなどがあるが、士器埋設部の炉体として使用しているものはない。

福島県本宮市高木遺跡251号住居跡 (G)では、曽利式系士器 (1)が複式炉の埋設士器として利用されて

いるものがあり注目される（大河原2003)。全長3.2mの大型の土器埋設複式炉で、土器埋設部の先端には楕円

形の平石が埋設土器の上部に蓋石のように設置されているが、平面形や石組部の敷石、前庭部の側石等はこ

の地方の上原型複式炉の特徴をよく示している。曽利式系土器は当地方の大木9式の大形深鉢に形状が似るこ

とから選定されたものと考えられ、特別な意味を考える必要はなかろう。ただし、 2個の中軸線上の旧炉体

の土器 (2・ 3)が底部を残すのと異なり、胴部中央で切断した深鉢を若干斜位に埋設していることは、槻沢

遺跡をはじめ栃木県北部では数多く確認されており注目される。なお、本県で曽利式系の大型深鉢が複式炉

の炉体土器に選定されなかった大きな理由は、炉の大きさとその器形にあることは容易に理解できよう（後

藤2010a)。

また、茨城県猿島郡境町山崎遺跡群5号竪穴建物跡 (F) には、曽利系土器の破片48点を楕円形に組んだ土

器片囲い炉が付設されている（大島2015)。接合され復元された曽利式系土器 (3)は、口縁部を欠くが器高

は78cmあり、かなりの大型品である。口縁部は重弧文、胴部は縦方向の粗い条線を施した後、頸部と胴部に

押捺を施した隆帯を貼付している。このような土器片囲い炉は、千葉県で松戸市子和清水貝塚238号住居跡な

ど8例確認されており、槻沢遺跡SI-72なども関連が考えられよう。なお、大内千年は房総半島の土器片囲い

炉では異質な土器の土器片を複数、あえて組み合わせているような事例が散見できることから、このような

土器の扱い方と非在地系士器が本来の系譜を保持しつつ土器組成に加わるあり方に何らかの関連を想定して

いる（大内2009)。

大型の曽利式系深鉢に用途ついては、炉の構築材など再利用の例はあるものの、出土状況から推し量るこ

とは難しい。鉢木遺跡 (2図15)や滝川原遺跡 (4図9) など胴部下半の残る資料には二次焼成が観察され

ることから煮炊きに用いられたものと予想される。しかし、住居内の炉で日常使用するには大きすぎる。日

常使用する中型の深鉢と異なり竪穴住居跡から完形・準完形の出土がほとんどないこと、この頃から屋内埋

甕や倒置深鉢などの廃屋儀礼、石棒や丸石、祭祀用の小型士器などがみられることから、儀礼や祭祀の供食

の際に屋外で煮炊きに用いられた土器と考えたい (10)。

6 まとめ

栃木県内の曽利式系土器を集成した結果、加曽利EI式新～E皿式期に県内各地に分布することが確認で

きた。加曽利El式新段階に梨木平遺跡・御霊前遺跡・小鍋前遺跡で曽利式の搬入品ないしは忠実な模倣品が

出土していること、県南部では、主に加曽利EIl式期を中心とした時期に、 A類やB類の形態で I類の斜行

文やIl類の重弧文が比較的密に施される口縁部、②類の小波状隆帯の胴部破片の資料が分布すること、那珂

川上流域を中心とした県北部では、加曽利EIII式期にC・D類の短い口縁部にIII類の直行文やIl類の重弧文

を施し、頸部と胴部に④類の隆帯を貼付した大型の深鉢が多く出土していること、大型の深鉢は胴部最大径

が口径を上回るものが多く、中型の深鉢は口径が胴部最大径より口径が大きく県央から県北部に分布するこ

となど、時期や県の南北で様相が異なることが明らかになった。

これまで先学が指摘してきた曽利式系土器は、加曽利EIII式期に那珂川上流域に分布する大型深鉢であり、

本稿で器形や施文される条線文・隆帯などの特徴について再確認することができた。この時期は、県北部で

東北南部の影響を受けた複式炉が盛行期を迎える時期と一致しており、甲府盆地から関東南西部の曽利式士
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器が那珂川上流域で変容定着するのとは、対照的のようにも見える。しかし、当地方の複式炉は東北南部の

複式炉とはやや異なり、土器埋設部・石組部・前庭部で構成されるという視覚的な情報は備えているものの、

胴部下半を欠くキャリパー形深鉢を斜位に埋設し、上器埋設部と石組部の境界が不明瞭で石組部が浅いなど

南縁の複式炉の特徴が顕著である（後藤2010b)。一方、甲府盆地から関東南西部に系譜が求められる曽利式

系土器についても、メルクマールとなる条線文と小波状の隆帯という情報のみが、大木式系の大型深鉢に文

様が転写されたものと理解する。いずれも基本情報は残っているものの変形・変容が著しく、それぞれの分

布の外縁であるからこそ生まれた炉や土器といえよう。また、那珂川上流域の曽利式系深鉢の最も注目すべ

き点は、移動が困難な大形の煮炊き用の深鉢形士器ということである。器形や文様、胎土、色調などの諸特

徴から搬入品ではなく、在地で製作されたことは明らかで、このような大形深鉢の必要性にも注目しなけれ

ばならない。その用途や性格については概ね前節で述べたとおりである。

また、南関東西部では加曽利E式の半ばを境に環状集落が解体し集落が減少するのに対し、本県、特に北

東部の那珂川上流域では中期中頃から継続して営まれた集落が加曽利E式後半に最盛期を迎える遺跡が多く

発見されている。さらに福島県では大木9式新～10式古段階に複式炉を付設する竪穴住居跡からなる集落が最

盛期を迎え、集落の盛期が北へ移るようにもみえる。まさに、このような現象は、那珂川上流域を中心とし

た県北部に曽利式系土器が波及定着する時期と一致しており興味深い。また、この頃から曽利式系土器同様、

甲信から西関東に系譜の求められる屋内埋甕や倒置深鉢などの廃屋儀礼、両耳壺や石棒・丸石など祭祀や儀

礼に関わる遺物も多く出士することは意味深であり、モノや情報のみの伝播だけではなく今後はヒトの移動

も考えていく必要があろう。

謝辞 本稿を草するにあたり、合田恵美子さんからたくさんのご教示を頂きました。心より感謝申しあげます。

〔註〕

(1) 第6群土器のような綾杉文の胴部は梨木平遺跡Pl2（海老原1986)、第12群土器の鉢形士器は三輪仲町遺跡49区JD301

（新井1997)でも出士している。第6群土器については後述するが、第12群士器については曽利式系土器として考えるか

検討を要するため本論では触れない。

(2) 1981年『栃木県史』通史編で曽利式系土器の出土遺跡として矢板市坊山遺跡が記載されているが、土器を確認できな

かったため本稿では省いた。また、県内の中期後半の遺跡の発掘調査が増えれば、時期や分布傾向に多少の変更がある

かもしれない。

(3) 中期後葉の時期の設定については本県では基本的に関東の加曽利E式を用いるが、県北東部では東北南部の大木式と

の関係も考慮する必要があり、南関東とは土器様相が異なるため、直接対比することは難しい。本県の近年の報告書では、

加曽利EII式新古の 2段階と加曽利Em式に区分するものが多く、本稿でもこれを用いる。

加曽利EII式を加曽利E式のキャリパー形深鉢の頸部文様帯が失われ、胴部懸垂文間の磨消しが出現した段階からと

し、県南半を中心に連弧文士器が、県北部では大木9式古段階の土器が伴う。キャリパー形深鉢の口縁部は沈線の添う隆

帯で楕円文・渦巻文が展開し、胴部に 2条の沈線間を磨り消した幅の狭い懸垂文が出現する段階を古段階、 2条の沈線

間の磨り消し帯の幅が広くなる段階を新段階とする。加曽利E皿式はキャリパー形深鉢の口縁部の楕円区画文の隆帯の

扁平化、沈線化が進み、胴部懸垂文の幅がさらに広くなる傾向がみられる。胴部隆帯文上器、吉井城山類型や大木9式新

段階の土器が伴う。

(4) 岩舟台遺跡SK-133(2図18)は、口径が胴部最大径を上回る実測図が掲載されているが、実見した結果、胴部最大径
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が口径を上回る器形であることを確認した。報告者の了解を得て、角度を変更し掲載した。

(5) 図示していないが、このほか大田原市品川台遺跡で出土している頸部に沈線を巡らし、直立内湾気味の口縁部に重弧

文を施し、肩の張る胴部に懸垂文が展開する深鉢（片根2012)などもこの類と考えられる。

(6) 県東部の芳賀町弁天池遺跡（宇都宮大学考古学研究会1970)、那須烏山市曲畑遺跡（木下1999) などで比較的小型の

勝坂式土器が出土しており、これ以前から勝坂式・曽利式文化圏である甲府盆地から西関東を中心とした地域との情報

網があったことは明らかである。

(7) 梨木平遺跡Pl2のものは上欠遺跡に比べ条線の間隔が密で丁寧に施されている。胴部懸垂文から上欠遺跡同様、加曽

利Ell式と考えられる。伴出土器は大木8b式土器の破片のみである。

(8) 戸田哲也の「曽利東北型土器」とほぼ同じである。戸田は栃木県北東部も主体的に分布する地域と理解したうえで、

多少の違和感もあるが東北南部まで到達した現象を注目する意味を込めて「曽利東北型土器」と呼称している。これま

で述べてきたように、福島県では重弧文・縦位条線文は粗く変容し、交互押圧による小波状隆帯がほとんど欠落し、指

頭状押圧の隆帯の曽利式系土器が主体である。また、胴部最大径が当地方のものに比べ低い位置にあるなど、器形もや

や異なる。大きな時間差は無いにしろ、福島県、特に中通りの曽利式系土器は栃木県北東部の曽利式系土器のうち、新

しい要素が多いようである。茨城県の状況も考慮しなければならないが、那珂川上流域を中心に分布する曽利式系土器

については、「那須型曽利式系士器」としたほうが妥当と考える。

(9) このほか炉跡底面に敷く土器は、平坦に敷くことを目的とするため、深鉢の底部・括れ部などは除外し、できるだけ

径の大きい土器を選定し、文様の凹凸のある外面ではなく、平坦な内面を上にして敷いている例が多い。

(10)時期はやや新しくなるが、中期末～後期初頭の土器棺に使用された大型深鉢の多くには煮炊きの痕跡が確認される。

土器棺墓と使用されているものが少なくないことから、葬送儀礼の際の供食から埋葬までの一連の過程で使用し、最終

的に棺とされた忌の器と考えている（後藤2009)。口縁部が直立し、肩部が張る形態は大型の曽利式系深鉢からのものと

も考えられる。
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小暮仲之 2005―富岡町前1l1A直訃出十の人木8b ・ 9式十閤ーキャリパー形深鉢の変遷と畏系統上器について一」『福烏考

古』第46号幅見県苔占学会

小林点 2(）13 l井出上ノ原直跡ー2006・ 2007年度梵抑晶j省～―- （I中史大学文字邸考凸学研究宇調査穀告書」I1) 中央大予

文字印考古学研完宇

今‘[＇刊幸 2010「竹下遺跡ー第圃次』］査―_. (［丁都宮市見蔵文化財調査報口』第74集）字都宮市教育委員公

合田恵笑f2000 H詞玉前逍跡二 [ 9 『桐木県埋蔵文化財調介報轡』第236集）棚木県教育委員公•財団法人栴木県文化振輿

事業1.JI

合m恵）こr200,「第4節 縄文廿も（し 第2節l器研究 5，中期末葉・～後期訂菜」「研究杞要」第15号 財団i去人栃木Iし圧学

習文化財団埋誡文化且オセンター

佼峠信柏 1996『槻只遺跡」（『桐本県坪蔵文化財発祝調介祝告』第171集．）栃木県教育委員会・財団去）＼栃木県人化翫興事業

山

悛峠信祐 2007 ハ）ケトンヤ遺跡］ （『栃木県埋薮文化財兌掘調査設告で第302集）栃木県教育委員会・財団広人とち苔生涯

子＇］）／［文化財口

後藤信祐訊009「｛応本県における縄文中期後‘I’・～後且月前半の「坪党」の様祖」「野J叶若古学諭孜ー中村紀男先生追悼論集ー」
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中村紀男先生追悼論集刊行会

後藤信祐2010a「加曽利Eの複式炉・大木の複式炉一掘り方と埋設土器からみた槻沢遺跡の複式炉の検討ー」『研究紀要』

第18号 財団法人とちぎ生涯学習文化財団埋蔵文化財センター

後藤信祐 2010b「那須の縄文時代ー袋状土坑・複式炉・・配石と土器棺墓のころー」『ブックレット那須をとらえる』 1 有

限会社随想舎

篠原浩恵 1998『雨ケ谷宮遺跡・雨ケ谷西坪遺跡』（『栃木県埋蔵文化財調査報告』第212集）栃木県教育委員会・財団法人栃

木県文化振興事業団

篠原浩恵 2016『岩舟台遺跡』（「栃木県埋蔵文化財調査報告』第378集）栃木県教育委員会・公益財団法人とちぎ未来づくり

財団

芹澤清八 1985-1987『御城田』（『栃木県埋蔵文化財調査報告』第68集）栃木県教育委員会・財団法人栃木県文化振興事業

団

芹澤清八 2003 『鳴井上遺跡』（『栃木県埋蔵文化財調査報告』第269集）栃木県教育委員会•財団法人とちぎ生涯学習文化財

団

田代 寛 1968『鉢木遺跡の袋状土壊』（『塩谷郷土史館研究報告』第2集）塩谷郷土史館

辰巳四郎 1970『芳賀町弁天池遺跡調査報告』宇都宮大学歴史研究会考古学グループ

谷口康浩 2002「縄文土器型式情報の伝播と変形ー関東地方に分布する曽利式士器を例に一」『土器から探る縄文社会』山梨

県考古学協会

塚原孝ー 1994『三輪仲町遺跡』（『栃木県埋蔵文化財調査報告』第143集）栃木県教育委員会・財団法人栃木県文化振興事業

団

塚原孝ー 2004『赤坂道上北遺跡j(『栃木県埋蔵文化財調査報告』第281集）栃木県教育委員会・財団法人とちぎ生涯学習文

化財団

塚原孝ー 2008『小鍋前遺跡』（『栃木県埋蔵文化財調査報告』第313集）栃木県教育委員会・財団法人とちぎ生涯学習文化財

団

津野 仁 2003『荻ノ平遺跡』（『栃木県埋蔵文化財調査報告』第270集）栃木県教育委員会・財団法人とちぎ生涯学習文化財

団

戸田哲也 2006「曽利m式土器の伝播と変容」『ムラと地域の考古学』（株）同成社

中村信博 2005『桧の木遺跡』 I 本田技研工業株式会社桧の木遺跡調査団

中村信博2006『桧の木遺跡jII 本田技研工業株式会社桧の木遺跡調査団

仲山英樹 1995『馬門南遺跡』（「栃木県埋蔵文化財調査報告』第165集）栃木県教育委員会・財団法人栃木県文化振興事業団

林 謙作 1966「第四章第一地点縄文集落の調査」「栃木市星の遺跡ー第1次発掘調査報告一』栃木市教育委員会

松本茂 1985『堂平B遺跡』（『玉川村文化財調査報告」第2集）玉川村教育委員会

水野順敏•新井 潔2012『片府田富士山遺跡』（『大田原市埋蔵文化財調査報告』第1集）大田原市教育委員会

山ノ井清人 1974『長者ヶ平西遺跡発掘調査報告』大田原市教育委員会
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第1表 栃木県内の曽利式系士器出土遺跡一覧
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10 浄法寺遺跡 那珂川町浄法寺 包含屑 口破8、月101破16、底部1 ● ● ．． ••• 塚本1997
n緑～胴下 ． ． ． ●縄文一

36号土坑 口縁～胴部 ● ● ● 加曽利E皿
I」破1、胴破8 ． ． ． 

38号十坑 頭部～胴部 ●?  ． ． 加位利E][
口破1、桐破13 ● ? ． ． 

39号上坑 胴部上半 ． 加曽利E皿
胴破8 ． 

40号土坑 桐破l ． 加曽和EIII
44号土坑 胴破3 ． 加曽利E皿
45号土坑 胴破1 ． 加曽利Ell!
48り土坑 胴破5 ． 加曽利EIII
53号土坑 胴破1 加曽利Ell!
56号土坑 i1"1破1 加苦利EIII
57号十坑 胴破7 ． ． 加曽利E]I]
58号七坑 口破j、胴破1 ● ? •? ． 加曽利Elll
71号上坑 胴破3 ． 加曽禾IJEIII
76号土坑 胴部破片1 加苫利Em? 
91号土坑 口破1、胴破3、底部1 ● ● ● 加酋利EJJ新
96号土坑 n破l ． ． 加曽利ElII? 
103号土坑 胴破l ． 加曽利E皿
104号土坑 胴破2、底破1 ． 加曽利EIII? 
134号土坑 枷］破3 ． 加曽利E]]]
135号土坑 胴破2 ． 

11ニ輪仲町遺跡 那珂JII町二給 SK-052 類破l ． ． 加曽利ElI~W 塚原1994
（県教委） SK-084 口破2 ● ● 加曽利Ell新

SK-164 口破l ● ? ●?  加苦利E11新
SK-157 口破1、胴破1 ●（内肥厚） ． 加曽利EJI[
SK-126 口頸部 ●（内肥厚） ． ． 加曽利 EII~E 皿

洞部～底部 ． 
SK-152 口破1、胴破1 ● ● ? ． 加曽利ElII
SK-180 口破2、胴破I ● ● ● 加曽利EIII
SK-241 い緑～胴部ヒ半 ● ● ●頸 ●胴 ●縄文 加曽利EIl～皿
SK-245 口頚破1 ● ● ●縄文 加曽利Ell[
SK-275 胴破l 加曽利ElII
SK~271 口緑～胴部下半2 •• ． ． 加曽利EII新～Em胴破4(I司一個体） ． 
SK-315 胴破1 ． 加曽利E]]]
SK-306 口頸部破5（同一個1本） ● ． ●桐 ●頸 加曽利E][
SK-334 胴破4（同一個体） ． 加曽利Ell!
SK-314 頚破1 ． 加苫利E]l～E]]] 
SK-316 口破1、胴破1 ● ● ? 加曽利EII~EIll 
SK-348 胴破2 ． 加曽利EII~E Ill 
SK-362 口破1 ●?  ． 加曽利EI～後期
SK-331 胴破l ． 加曽利E皿
SK-388 n破4、胴破14 ． ． ． 加曽利E][～EIII 
SK-392 口破1 ● ● 加曽利E]] 
SK-426 桐部破片l ． 加盟利Ell
SK433 口破l ● ● 9 加曽利Elli
SK-443 口緑部1、胴破I ● ● ● 加曽利E皿
SK-558 祠破1 ． 加曽利ElII
SK-450 頸破2 ● ‘I ． 加曽利Ell
SK-35la 口破？ 1 ●?  加曽利E皿
SK-498 桐破3 ． 加曽利Elli
SK-513 桐破1 ． 加曽利E]]～E皿
SK-528b 胴破1 ． 加曽利E皿
SK"548a 圏破3 ． 加曽利EIII~EI¥I 
SK-490b 口緑～胴部ド半 ● ● ● 加曽利E皿
SK-599 口破l、腹破2 ● ● ● 加曽利Em
SK-600 口頸～胴蔀、 ● ? ． ． 

口破2、ilu1破3 ● ● ● 
SK-605 胴破3 ． 加曽利EI新
SK-614 口破1 ●?  ● ’I 加曾利EIII

ー：輪仲町遺跡 那珂川町二輪 JTll n破1、胴破2 ●?  ． ． 加着利E皿 新井1997
（町教委） JT17 n破1 ●?  ． 加曽利Ell

5区JD75 胴破1 ． 加曽利E皿
6区JD13 口縁部 ● ．． 加曽利E皿
10区JD66 口破 1 ● 加曽利EIII
11区JD109 胴破2 ． 加曽利E皿
14区］D122 胴破2 加曽利EIll? 
16区JD155 胴破1 ． 加曽利EI古
20図JD37 桐破1 ． 加曽利Elli
21区JD156 胴破3 加曽利EIII
23区JD35 口破2 ●?  ．． 加薗利ElII
23区］D60 胴破1 加凶利Em
24区JD169 口破1、胴破1 ●？凹線 ． ． 加曽利EIII
24区JD179 頸破1、 ． ． 加曽利E皿
25区JD141 頸破1、朋破l ● ? ． 加曽利Em
26区JD107 日緑～胴部、 U破1、胴破1 ． ． 加曽利Em

口縁～胴部 ● ● ●撚糸文 加曾利Em
26区JD!] 胴破2 ． 加曽利E皿
26区JD64 桐破1 ． 加曽利ElII
28区JD196 胴破1 /）II曽利E皿
29区JD203 頸破1 ． 加曽利E皿
29区JD207 頚部～胴部 ●’ ． ． 加曽利Ell!
30区］D257 口縁部 ● ● 加曽利E皿
31区JD307 口破I ●?  ● ? 加曽利Elll
32区JD224 口破1

.,/ ． 加貯利Em
32区］D297 胴破1 加特利EIII
35区JD217 口縁～胴部 ● ● ． ●縄文 加曽利EIII
35区］D233 口破2、胴破l ● ? ． ． 加曽利Em
36図JD261 U破1、朋破1 ． ． ． 加店訴lIE m 
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古代須恵器大甕の耐久

ー栃木県域の事例から一

ん
―
―

じ

i
l

の野っ津

はじめに

1 大甕の使用期間

2 大甕の伝世と使用方法

3 大甕を耐久する意義

おわりに

栃木県内から出士した古代の須恵器大甕について、窯跡出土品による編年の型式と消費地出土品の時期を対照した。そ

の結果、 7世紀前半に生産された甕は一部9世紀代まで使用していることがわかった。しかし、その数に比較すると、 7

世紀末以降に生産された甕が長期間使用される事例の方が多かった。また、短期間で使用・廃棄される事例が半数程に達

した。 2~3世紀に亘り長期間使用される甕（連）は、文献史料によれば杯の600から800倍の価格であり、高価な耐久消

費財でもあった。 7世紀末以降、大甕の生産量が増加し、新たに購入した物が使用され、耐久財の消費も流通量によって

規定されていた。

はじめに

古代民衆の生活に関する実像を明らかにすることは、従来からいわれてきた律令国家の人民支配という観

点を中心とする方法を再検討することができる。支配層と人民の相剋や民衆の生活実態から豊かな古代史像

を作ることは、考古学資料の性質からみても有効な手段と考える。その一環として、須恵器の大甕について

使用する実態を検討してゆきたい。栃木県域の窯跡群の須恵器編年は資料の増加によって、概ね整ってきた。

そこで、消費地の様子と対照することによって窯跡編年による型式の変遷と消費地の型式との対応関係をみ

て、大甕の使用期間を検討する。また、大甕が多鼠に出土する遺跡をみていくことで、その器種の社会的な

意義なども検討していきたい。

土器の使用期間の問題については、かつて田中 琢氏が東大寺写経所に関する文献史料をもとにして、土

器の消費実態を検討された（田中1966)。このなかで、田中氏は奈良時代後半の奉写一切経所で、月当たり食

器の消耗率を 1割5分から 2割程とした。 50年以上前に、文献史料から導き出した食器損耗の実態に対して、

ここでは対照的に考古学的な方法で貯蔵用土器の損耗・耐久の実態を導き出していきたい。

1 大甕の使用期間（第 1~9 図•第 1 ・ 2表）

消費地出土品と対比するために（1)、窯跡出土資料をもとに、大甕の口縁部形態や頸部装飾の波状文・横位

沈線の変遷などについてみていくべきであるが、紙数の関係により窯跡編年は省き（2)、消費地資料と生産地

資料を対比して述べていく。県内で出土した大甕の生産・廃棄時期の間隔をみると、長期・短期などの場合

があるが、大きく 4つの類型に分けることができた。各類型ともに一定数を確認できたことから、出土した

遺構内への単純な混入と推断することはできない。ここではこの生産・廃棄の間隔が大甕の使用期間を反映
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時期は出土した遺構の時期、番号は第 1表の番号に対応する。以下同じ。

第 1図 那須郡・塩谷郡の須恵器大甕

するとみて、そ0)望向を；］くしていく

使用期間類型 1: 7 1l［紀1こ！［吃竺れた大甕か9恨紀主 甘ごれる場合

団地内遺闘2り[tl古跡 (9日清□後葉）出」ー］の人甕〈第81又］19 は、只郊中（い：：I;誓とその］ I、(：北
祝を弓1<こヽ 碩部中f点に隆骨がある中例は、'「 K209塑式直後に併行し、 7|It記初団から印」干の所産とみられて

いる足利り

北山・

-•一ン~ウ
にさ心 ；！］第第29区」 8¥ 71廿贅己本から 8 』•紀初めの三履い」麓窯砂喜

ては確忍て苔ない 前円逍跨SI 102の （第4図70) も桐翡波、1人文の間に筐瞥かあり、 7
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世記前半の所庄で、出土した什居跡は 9世紀叶噂肯てある。金山遺跡 IIメSI -263B (9世紀中葉）てはU尋

1二か内彎し、その下靖と櫛揺波状文の間に降幣かある（第7図10)。内彎「］縁と下端の隆雷は樟崎設戸空跡、て

も確認でき、長期に旦り使用されていだことが推測される

また、韮田遺跡SI 097（第2図13)ても降喘と沈線て横区圃し、 7世紀Hij『まての牛辛品で、 8世紀前菜

の仕居跡から出上しているヘ

下野国分守跡SK-2104 (9世紀後葉）出土の甕頸部（第8図15)は、矢羽根状に樹叶祖刺突列汽文がある。

櫛出剌突列点文は北山3勺窯跡で縦位の施文か 1点報告されているか、監美な矢羽辰状てはない。

まだ、真岡市南高岡空ても櫛措列点文甕かあり、 7|］［紀罰半になる c 湖西編年では JI期第 3小期 (6世紀

後半）からIV期 (710年～ 8棋紀第 2四乎期前半）まで同様の施文かあり〈後謄1989)、この峙期頃か丁限て

あろう 0 ただし、日分寺跡周辺には古墳があることから、古墳から持ち出しだ甕の可能性も残る o I月原南遺

跡日T-25 (9世紀中菓）出土大甕（第4凶73)は、頌陥を 3段の 2条横竹沈線で［メ面し、箆揺ぎの糾平行

連続沈祝がある，_この文様は樺崎渡戸窯跡で一定数を占め、 U縁昴形態ても類似したものがある（報告第30

図11) ことから、 7-lf・ト紀前半までの所靡とみることができる。

このように、 7i廿紀切‘I'に生産されて 9世紀代に廃変された資料か複数確忍することかできだ。国分寺跡

例に小確定さが残るが、これらは須恵器大甕か長期間使用されていたことを不すと考えられる。

使用期間類型2:7世杞末から 8[II紀初めに庁茄された大甕か9lil紀まで使用される場合

森後遺跡SD-1400(9世紀後葉）出士甕頸部（第 1図5) は頸部に縦測毛のちに櫛揺波状文を槌し、―

喜窮てある。口喜窯てこの技法は北1!13号窯で確陀てきるか、次の和田窯ではみられす、この甕凱邸は 7旦

紀木から 8lll祀初めの所産で、約2世紀伝11［したと想定することかてきるし砂部遺跡SI -299の頸部片 （第

1図 6ヽ ）には輻広の 2条単位の横位仄両沈線か胞され、このような 2条沈線は三尋空北山・八幡窯の時期ま

でが「（本である e この甕は 9飩紀後葉まで使用されたとみられる 0

まだ、芳賀都蟹が入遺跡36号の竪穴住店跡 (9世紀後雙）ては、 U唇部に平坦由があり、口岳蒙晶内血が庁み、

外印に闘広の平坦面とその下端に突出部か付く甕片が出上している（第6図17)外面に多重の横怜北線と櫛

描文かあるうこのような内彎気味の口縁紐は益＋窯で原東4号交にあり、=:為窯の北且13号窯では枯美てな

いが、内日□縁の甕か確認でき、 81廿紀初め頃まての所産と考えられる「、同様な［］縁部は北匝遺訃ST -314（第
1凶11、9世紀後度）でも出士しており、長期間使用されだとみられる。

このように、 7世杞末から 8世紀初めの人甕は、窯跡と 9槻紀化の竪穴仕口跡出十壼料なとて対』じするこ

とにより、一定数伝世使用されていたことが確認できた。
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第9図

安蘇 1 : 8世紀前葉 2:8世紀中葉

3 • 4 : 8世紀後莱 5・6:9世紀前薬

7~ll : 9世紀後葉 12: lO世紀前葉

足利 1 : 8世紀前棄 2: 8世紀後葉

足利郡

安蘇郡・足利郡の須恵器大甕

{j i9氾
!=ccc 一＂．~ ~ ~ ~• ← ～一=ンゴ

使用期間類型3:8懺紀に生産された大甕か9世紀まで使用される場合

河内郡大閃台SI -129 (9 世紀~iJ葉）・多功南原遣跡 SB -122 (9世紀飢簗） では、 n縁；、第が平坦で、 2
 

条沈線横忙区両の櫛描波状文の甕か［廿一卜している （第3図40・ 41)。41は益子産で、原束 1・ 3号窯で、同椋

の甕は二霜窯の和田窯頃まで確認できる。和田窯は 811［紀第 1四半期後干から第2四半其り前半頃の窯で、上

限になるであろう。 これらは、 して約 1旧紀後に廃棄されたことになる。多功南麻遺跡58号住屈址 (9

旦紀中葉） の人甕も口縁郎が平」日で、横位沈線区圃と箆揺波状文を加す〔第4図72)、［］縁部形態からみても、

和田窯や原東 1・ 3号窯に併行するであろう。

免の内台遣跡第72号住居跡 (9世紀中度） では、 n緑部か平田で、外面がやや肥厚し、太い箆掠ぎの横f立

沈線区画を旋す頸部片があり （第6図11)、［］縁篤形煎により和田烹に近い時期である 0

8世紀後葉の所産とみられる資料は山歯伐八遺跡SI -08 (9 t廿紀後策） ベ
‘‘ 
口皐蒙邸か下に突出するよう

に発達する。頸部は沈線の横位区囲と櫛構波；1人文である （第 1図塩谷4)。n縁部の突出する形慇は、 J息東2

号窯や南那須の中山窯、宇都宮の広表窯に類似し、 8世紀第3四半期を合む後葉の所）応と苔えられる。多功

南原遣跡SB-118 (9世紀前葉）・洛内遺跡第28号竪穴建物跡 (9』紀前葉）

甕の口緑部は 1・下の突出が発逹している （第 3図36• 47)o二履窯の寂光沢3

でも 8世紀後葉頃とみられる

で既に頸邸横位区画か消え

ていることから、 8[恥紀第4四‘ド）罰後半以前の所産てあり、 これが9|l［斎己刊i」葉まで使われたこととなる 3

これらの資料により、 8世紀に生産された大甕が約 1世紀から半柵紀間、伝世使用されだことか仰認で苔だ。

使用期間類型4:7枇紀後半、 8 ・ 9憔紀に牛芹されだ大甕が比較的置期間使用される場合

也下谷田遺跡では、 7世紀航半に特徴的な櫛由列点文や隆管横位区画が確認されす、口喜犀と批定される

大甕も存在する （第2凶4・8）。二.覆窯では 7[11:紀後半には占江浄琳守衷山窯跡が確認されており、 これら

から搬入されて、官而設置期間に使用されたと考＇えられるで内赤堀遣跡 SI -442 (7世紀後葉、第2図 1).
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第 1表須恵器大甕関連遺物一覧表

那須郡（第1図）

番号 遺 跡 遺 構

1 北原遺跡 S I -210 

2 那須官術関連遺跡 S I -284 

3 那須官街関連遺跡 SK -214 

4 那須官街関連遺跡 S I -362 

5 那須官街関連遺跡 S I -362 

6 那須官術関連遺跡 S I -285 

7 那須官衝関連遺跡 S I -389 

8 北原遺跡 S I -310 ， 温泉神社北遺跡 第1号鍛冶遺構

10 北原遺跡 S I -1057 

11 北原遺跡 S I -314 

12 北原遺跡 S I -529 

塩谷郡（第1図）

番号 遺 跡 遺 構

1 堀越遺跡 第125掘立柱建物跡

2 欠ノ上 I・ II遺跡 S I -1643 

3 砂部遺跡 S I -438 

4 山苗代A遺跡 SI -08 

5 森後遺跡 SD-1400 

6 砂部遺跡 S I -299 

7 小鍋内11遺跡 S I -302 

8 砂部遺跡 SI -62 ， 山苗代A遺跡 SI -08 

10 森後遺跡 SD -1400 

11 堀越遺跡 第112号A住居跡

12 山の神1I遺跡 S I -2700 

13 堀越遺跡 第81号掘立柱建物跡

14 小鍋内 I遺跡 S I -280 

15 堀越遺跡 第82号掘立柱建物跡

16 堀越遺跡 第103号B住居跡

17 堀越遺跡 第40号住居跡

河内郡（第2~5図）

番号 遺 跡 遺 構

1 西赤堀遺跡 S I -442 

2 西刑部西原遺跡 SE~l 

3 前田遺跡 SI 076 

4 西下谷田遺跡 SI -02 

5 西下谷田遺跡 S I -367 

6 西下谷田遺跡 S I -535 

7 西下谷田遺跡 S X -755 

8 西下谷田遺跡 SD-748・ SE-679 ， 西下谷田遺跡 S I -140 

10 西下谷田遺跡 S I -290 

11 西下谷田遺跡 S I -472 

12 西下谷田遺跡 S I -290 

13 前田遺跡 SI 097 

14 西刑部西原遺跡 3区SI-1 

15 瑞穂野団地遺跡 北地区1号住居址

16 向原南遺跡 HT-3 

17 多功南原遺跡 SE -516 ・ S I -821 

18 多功南原遺跡 S I -481 

19 西刑部西原遺跡 3区SI-31 

20 西赤堀遺跡 S I -431 

21 多功南原遺跡 S I -425 

22 茂原向原遺跡 SI -6 

23 西赤堀遺跡 S I -376 

24 前田遺跡 S I 087 

25 前田遺跡 S 1087 

26 砂田遺跡 6区SI-45 

27 西赤堀遺跡 S I -393 

28 多功南原遺跡 S I -862 

29 前田遺跡 SI 025 

30 西赤堀遺跡 S I -393 

31 砂田遺跡 6区SI-45 

32 西刑部西原遺跡 5区SI-4 

33 西刑部西原遺跡 4区SI -1 

34 西赤堀遺跡 第29号竪穴住居跡

35 西刑部西原遺跡 3区SI-85 

36 多功南原遺跡 SB-118 

37 多功南原遺跡 48号住居址

38 西刑部西原遺跡 9区SI -1 

39 北の前遺跡 C-S I-35 

遺構時期

8世紀前葉

8世紀前葉

8世紀前葉

8世紀中葉

8世紀中葉

8世紀中葉

9世紀前葉

9世紀前葉

9世紀中葉

9世紀中葉

9世紀後葉

9世紀後葉

遺構時期

9世紀中葉

9世紀中葉

9世紀中葉

9世紀後葉

9世紀後葉

9枇紀後葉

9世紀後葉

9世紀後葉

9世紀後葉

9世紀後葉

9世紀後葉

9世紀後葉

9世紀後葉

9世紀後葉

9世紀後葉

10世紀前葉

10世紀前葉

遺構時期

7世紀後葉

7世紀後葉

7世紀後葉

7世紀後葉

7 世紀末• 8世紀初

7 世紀末• 8世紀初

7 世紀末• 8世紀初

7 世紀末• 8世紀初

7 世紀末• 8世紀初

7 世紀末• 8世紀初

7 世紀末• 8世紀初

7 世紀末• 8世紀初

8世紀前葉

8世紀前葉

8世紀前葉

8世紀前葉

8世紀前葉

8世紀前葉

8世紀中葉

8世紀中葉

8世紀中葉

8世紀中葉

8世紀中葉

8世紀後葉

8世紀後葉

8世紀後葉

8世紀後葉

8世紀後葉

8世紀後葉

8世紀後葉

8世紀後葉

8世紀後葉

8世紀後葉

8世紀後葉

8世紀後葉

9世紀前葉

9世紀前葉

9世紀前葉

9世紀前葉

古代須恵器大甕の耐久

口縁部 頸部横区画 波状文 その他 産地

内彎 あり 櫛描

上下突出 なし 櫛描

平坦 なし 櫛描

下突出 なし 櫛描

なし 櫛描

平坦 なし 櫛描

下突出 なし 櫛描

上突出 なし 箆描 益子産か

上下突出 なし 櫛描 雲母含

あり 櫛描 頸部縦刷毛

内彎 あり 櫛描

平担 箆描か

口縁部 頸部横区画 波状文 その他 産地

なし 櫛描

上下突出 なし 櫛描 雲母含

帯状 なし 櫛描

下突出 あり 櫛描

平坦 あり 櫛描 頸部縦刷毛 ニ霜産か

あり 櫛描

帯状 なし 櫛描 新治産

下突出 なし 櫛描

下突出 なし 櫛描 南那須産

なし 箆描 南那須産か

なし 箆描

上下突出 なし 箆描

なし 箆描

下突出 なし 箆描 南那須産か

下突出 なし 箆描

なし 櫛描か

なし 箆描

口縁部 頸部横区画 波状文 その他 産地

平坦 あり 櫛描 益子産か

平坦 あり 櫛描

あり 櫛描

帯状 あり 櫛描 ＝霜産か

あり 頸部縦刷毛

あり 櫛描 頸部縦刷毛

あり 櫛描

下突出 あり 櫛描 口縁内面櫛描波状文 ＝霜産か

下突出 あり 櫛描文

あり 櫛描文

あり 櫛描

下突出 あり 櫛描

肥厚 沈線・隆帯 櫛描

下突出 なし 箆描

なし 櫛描

内彎 あり 櫛描 口縁内面櫛描波状文

平坦 あり・隆帯 櫛描 口縁部波状文

平坦 なし 箆掻 益子産

あり 櫛描 頸部平行叩き

下突出 あり 櫛描

上下突出 櫛描 益子産

平担・下突出 隆帯 櫛描

あり 櫛描

内彎 あり 櫛描

平坦 あり 箆描

平垣 あり 櫛描

なし 櫛描 雲母含

平坦 なし 櫛描

櫛描

櫛描 雲母含

なし 櫛描

なし 櫛描

なし 櫛描

下突出 なし 箆描 頸部平行叩き

下突出 なし 箆描

上下突出 あり 櫛描 頸部平行叩き

下突出 あり 櫛描

あり 櫛描

下突出 あり 櫛描
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益了沖
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戸f産
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冒
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ト下突出

警状
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、ド坦
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卜突出

氾線・降告甘節袖

:1「T-25

なし

あり

あ，J

な］
＇ 

ょ＼ l 

二
キュ l
父卜 、9

櫛拙か

箆抽

料半行連続北線

/
」
／
]
／
二
ぃ
9

9

-二
t
[
-
:

櫛椛

枷開

櫛描

11緑］9トア行¢t親2条
櫛描

櫛描

櫛拙

桐拙

和抽 l 

I 櫛拙 ， 

和柚

枷描

櫛描

応控

新冶産

兄揺

新冶窟

！文髯含

益f茫

釆田 U 勺 豊 趾 旦 構 翡構Ht期 Ii"、京犀 ＇或部横区両 波1大文 その他 芦地

l 蜂高HIJ占跡 SI --llJHi 7 ill示已オ~/ら/世紀前空 1-下突出 あり 」：即ふ1' 山" ・

2 国か人麿跡 149号 8 |U紀罰葉 11、突出 櫛i蘭

3 蟹が入麿跡 49弓 81リ紀前葉 あり 櫛拙

1 高林麿跡 S I -123 a SI廿記阿菜 あリ 桐揺

5 寺乎且跨 l(iけ仕居 8世紀後菜 i なし 櫛描

6 兄の内合占汀 第59号住居跡 8世紀後閉 、：げ、］大 1あり 相`ふll1叶田 雲母合

i 北ノ内遺労lヽ S J -11 S 世紀佼党~ 雷l大 なし 仰描

8 北ノ内点跡 S l -3函 8缶糾 帯杖 なし 櫛描 雲丹合， 免り）内合逍跡 SI一旦34 9丑紀且j菜 I、突II', あリ 肋揺

10 ，鴨鳳＼逍跡 SI -10 1 9 柑・1・ビ ~'1 菜 上卜突出 なし 棚描

11 I氾0|)、jf:：9虹ボ 第72号几居罰、 ! 9世忙中菜 乎且I あり 櫛襦
＇ 

12 l多し研l]]也竹 ］戸Sl -28 9世紀中策 了廿I 櫛描

13 上り百逍判、 S T 1219 9世紀中菜 l、突出 なし 1笠描 南那姐か

14 丙物井貨闘 SD -2,1 9 [［［記中立 なし 櫛描 雲旦含

1~ 凡場元選趾 S K-:31 9 [Il平山妥 あり 櫛仙

](J 蟹か入遺罰 61号 9 II［記中＃ 帯状 櫛揺

17 蟹か入州判、 36号 9 |11舟亡／没索 内詞 l ＇叫 ji'と線櫛描

18 久保遺判、 S l -78 9 [II紀後葉 ！あり 櫛拙 I 

El 久保遺り）J、 S I ll)り 9 ILI紀 あり 1櫛拙

□11 ト）戸遺跡 S I 1249 9 ILI紀中葉 陀拙 南那須力

21 北ノ r',1点跡 S I -:34 9川紀後葉 帯IK な、 I- 枇柚

寒川郡（都賀・結城を一部含む） （第7図）

唱 1,ii、 | —白 構 I 逍構時期
Ill「ズ須庄器直物集巾［図 I 8母記別菜
II'「ズsr -oぷA 18丑紀飢葉

1 口疇部， 
半坦

！頂晶杭1メ幽 I波状文
あ:1

あり

その他

丁月部湛刷毛

産地

櫛拙

櫛抽
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3 金山遺跡

4 金山遺跡

5 金山遺跡

6 金山遺跡

7 金山遺跡

8 金山遺跡， 金山遺跡
10 金山遺跡

11 金山遺跡

12 金山遺跡

13 金山遺跡

14 金山遺跡

15 金山遺跡

16 金山遺跡

17 金山遺跡

19 乙女不動原北浦遺跡

19 乙女不動原北浦遺跡

20 乙女不動原北浦遺跡

21 金山遺跡

22 金山遺跡

23 金山遺跡

24 金山遺跡

都賀郡（第8図）

番号 遺 跡

1 青龍渕遺跡

2 青龍渕遺跡

3 二ノ谷東

4 三ノ谷東

5 青龍渕遺跡

6 下野国府跡

7 一本松遺跡

8 浜ノ上遺跡， 東林遺跡
10 下野国分尼寺跡

11 愛宕塚遺跡

12 下野国分寺跡

13 上芝遺跡

14 青龍渕遺跡

15 下野国分寺跡

16 山王遺跡

17 山王遺跡

18 下野国分寺跡

19 柴工業団地内遺跡

20 山王遺跡

21 山王遺跡

22 山王遺跡

23 柴工業団地内遺跡

24 青龍渕遺跡

25 下野国分寺跡

26 明神前遺跡

27 明神前遺跡

28 下野国分尼寺跡

29 東薬師堂遺跡

30 東薬師堂遺跡

安蘇郡（第9図）

番号 遺 跡

1 馬門南遺跡

2 馬門南遺跡

3 ゴロノミヤ遺跡

4 新町遺跡

5 クジラ山西遺跡

6 馬門南遺跡

7 馬門南遺跡

8 ゴロノミヤ遺跡， ゴロノミヤ遺跡
10 馬門南遺跡

11 馬門南遺跡

12 松葉遺跡

足利郡（第9図）冒跡

w区SI -037 
w区SI -056A 
w区SE-026B 
w区SE-026B 
w区SI -172 
w区SI -172 
w区SI-172 
I区SI -263B 

V区SE-023B 

N区SI -172 

V区SI-010 

V区SI -047B 

w区SI -019A 
w区SI -039 
w区SI -036 
Hl7 

Hl7 

Hl7 

Vll区SI -012 

V区SK-228 

V区SK-228

w区SE-242

遺 構

3区SI-23 

2区SI-163 

D3-S1009 

D3-SI009 

3区SI-30 

SD -146A 

17号住居跡

lH 

S I -16 

SD -140 

SE-2 

SD -778B 

Cl-S1026 

3区SI -12 

SK -2104 

SD-1 

SD-1 

SD -171 

2号住居跡

SD-1 

SD-1 

SD-1 

墓壊

3区SI-37 

SD -56 

SI -2 

SI -2 

9次SD-658B 

SD-1 

SD-1 

遺 構

SI -92 

S I -237 

SI -3 

S I -15 

S I -1 

S I -246 

S I -101 

SI -45 

SI -36 

S I -239 

S I -239 

SI -11 

遺構

SK -452 

SD -238 

8世紀前葉

8世紀後葉

9世紀前葉

9世紀前葉

9世紀中葉

9世紀中葉

9世紀中葉

9世紀中葉

9世紀中葉

9世紀中葉

9世紀中葉

9世紀中葉

9世紀中葉

9世紀中葉

9世紀中葉

9世紀中葉

9世紀中葉

9世紀中葉

9世紀中葉

9世紀中葉

9世紀中葉

9世紀後葉

遺構時期

7世紀後葉

8世紀前葉

8世紀前葉

8世紀前葉

8世紀中葉

8世紀後葉

8世紀後葉

8世紀後葉

8世紀後葉

8世紀後半～9世紀前半

9世紀中葉

9世紀中葉

9世紀中葉

9世紀中葉

9世紀後葉

9世紀後葉

9世紀後葉

9世紀後葉

9世紀後葉

9世紀後葉

9世紀後葉

9世紀後葉

9世紀後葉

9世紀後葉

10世紀前葉

9世紀後葉～10世紀前葉

9世紀後葉～10世紀前葉

9世紀中葉～10世紀中葉

10世紀中葉

10世紀中葉

遺構時期

8世紀前葉

8世紀中葉

8世紀後葉

8世紀後葉

9世紀前葉

9世紀前葉

9世紀後葉

9世紀後葉

9世紀後葉

9世紀後葉

9世紀後葉

10世紀前葉

遺構時期

8世紀前葉

8世紀後葉

下突出

上下突出

帯状

平坦

内彎

下突出

下突出

帯状

帯状

上下突出

帯状

口縁部

平坦

玉縁状

平坦

下突出

内彎

下突出

平坦

帯状

帯状

帯状

平坦

下突出

平坦

平坦

下突出

平坦

上下突出

平坦

上下突出

上下突出

口縁部

内彎

平坦

下突出

平坦

平坦

下突出

平坦

平坦

下突出

口縁部

内彎

平坦

-47-

古代須恵器大甕の耐久

なし 櫛描

なし 櫛描

なし 櫛描 新治産

なし 櫛描 新治産

あり 櫛描 新治産

櫛描 新治産

櫛描 新治産

沈線・隆帯 櫛描

櫛描

なし 櫛描

あり 櫛描

なし 櫛描 新治産

なし 櫛描 新治産

なし 櫛描

櫛描

なし 櫛描

なし 櫛描

なし 櫛描

なし 櫛描 新治産

なし なし 頸部沈線3条、白色針状物含

なし なし 頸部沈線3条、白色針状物含

あり 櫛描

頸部横区画 波状文 その他 産地

あり 櫛描

あり 櫛描 頸部縦刷毛

隆帯 箆描

あり

櫛描

あり 櫛描

なし 櫛描 二壽産

なし 櫛描

なし 櫛描 新治産

なし 櫛描 新治産

なし 櫛描

なし 櫛描

あり 櫛描

矢羽根状櫛刺突列点文

あり 櫛描

櫛描

櫛描

沈線・隆帯 櫛描

あり 櫛描

あり 櫛描

あり 櫛描

なし 櫛描

なし 櫛描

あり 櫛描 頸部縦刷毛

櫛描

なし 櫛描

あり 櫛描

なし 櫛描

なし 櫛描

頸部横区画 波状文 その他 産地

沈線 櫛描

なし 櫛描

なし 櫛描

あり 櫛描 口唇部波状文

なし 櫛描

あり 櫛描

あり 櫛描

あり 櫛描

なし 櫛描

なし 櫛描

あり 櫛描

なし 櫛描

：；横区画1:『l頸部横位カキそ目の他 産地
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資料

中桑 l（都図・番号）

‘I＇ム［l—_:, -隆帯 櫛袖以状文 屑内 3図17
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矢判恨状羅］訓突文

柵描反‘[）＼又

よ沢• |；予帯＇ 柑揺疫状文 阿旦、I4図胃）

椰揺攻状文

櫛描息且又

櫛椙波」）、又

附揺岐対•メ

、臼沈祝・櫛虚

あり 櫛揺虞仇又

皮，り 櫛描政1）、人
-------

皮り 呈揺殴れ、文、

平坦 あり 桐揺皮状文

平坦 ぶヤ） ぃ） 椰描贔む1）、又----------+ 
斗9J且 虔） ｝9’ 栢り拙皮状文

下突出 ふり 櫛十崖皮状文 塩谷 1図4
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第2表須恵器大甕生産・廃棄期間関係表
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西刑部西原遺跡SE-1の甕 (7世紀後葉、第2図2)は頸部に隆帯がなくて、 7世紀後半の所産とみられ、

使用期間が比較的短い。 7世紀末から 8世紀前葉に生産された甕では、北原遺跡SI -210 (8世紀前葉、第

1図1)・向原南遺跡HT-3 (8世紀前葉、第2図16)・和田遺跡 (8世紀前葉、第9図1)の甕は内彎口

縁で口縁部外面に平坦面をもつ。

これは三霧の北山窯や益子の原東4号窯に類例があり、生産後期間を置かずに廃棄されたと考えられる。

また、寺野東遺跡須恵器遺物集中区の甕 (8世紀前葉、第7図1) も生産時期と廃棄時期が近似する。 8世

紀中葉の遺構では、那須官街遺跡出土の甕（第1図4・6)、西赤堀遺跡SI -431（第3図20)・多功南原遺

跡SI -425（第3図21)などで、生産時期と廃棄時期の間隔が短い。これらは、口縁部が平坦か下方・上下

突出する形態であり、上下突出するものは次の段階に主体になる形態であり、伝世期間は短いとみられる。

8 世紀後葉の遺構では、西赤堀遺跡第29号竪穴住居跡（第 3 図34)• 金山遺跡w区 S I -056A（第7図4).

下野国府跡SD-146A（第8図6)などである。口縁部の突出がさらに大きくなる初現時期であり、出土し

た遺構の時期と近い所産であろう。 9世紀代の益子窯の甕頸部は、窯跡資料でみると櫛描波状文や箆描波状

文が雑になるが、 9世紀内における変化は明確でない。堀越遺跡の甕（第1図11・ 13 ・ 15など）は9世紀代

の所産であり、 9世紀後葉や10世紀前葉まで使用する。

概括的な説明であるが、ここで大甕の使用期間についてまとめておくと、 7世紀前半の土器が奈良時代以

降まで継承して使用する場合は比較的少ないことが挙げられる。しかし、一部は 9世紀後葉に廃棄されてい

るものが数例存在することから、 3世紀にも亘り継承して使用されることも稀にあったと考えられる。これ

に対して、 7世紀末以降に生産された大甕は、 1・ 2世紀後に廃棄される事例が多くて、比較的長期に亘っ

て使用されることが一定程度あったことが指摘できる。 10世紀になっても使用される事例は、県内で須恵器

生産終了後にも使用機能していたことを示す。

一方で、県内の土器型式の時間幅について 1世紀を 3分割でみた時に、その時間幅の中で生産・廃棄され

る事例は、時間幅が確認できた資料の半数程に達した。短期間で使用・破損・廃棄することも比較的多かっ

たことがわかる。

2 大甕の伝世と使用方法

(1)官栃・寺院の大甕

西下谷田遺跡においては、 7世紀前半の櫛歯列点文や頸部の隆帯横位区画が確認できない。このことは評

家や国司が駐在したという国宰所では、古墳時代後期から継承して伝わった大甕は用いず、新たに生産した

容器を使用していたことを示す。律令国家の地方支配の拠点である官術では、従来からいわれているように（服

部1987）、官術設置に伴って地方の窯業も本格的に開始されたという。この一般論的な説を大甕という器から

ではあるが、明らかにできたといえる。

下野国府跡では提示資料が限られるが、 SD-146A (8世紀後葉）出土の甕（第8図6)は、口縁部が下

に突出し、櫛描横位区画があることから 8世紀後葉頃の所産とみられる。国府に搬入後に期間を置かずに廃

棄されたと考えられる。

郡家関係では、那須官術関連遺跡の事例があり（第1図2~7)、伝枇はほとんどない。提示された甕は横

位区画がなく、雑な櫛描波状文である。胎土に那須郡内に所在する窯のように白色針状物が入らないことから、

他の郡から搬入された甕であろう。郡内の窯と他の郡に所在する窯から豊富な甕が持ち込まれた結果、搬入・

使用・廃棄期間が短かったと推測できる。
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寺院関係では、下野国分尼寺跡に接し、寺との関連が想定できる山王遺跡SD-1 (9世紀後葉）出上の

甕（第8図20-22)は、頚部に横位沈線区画があることから 8世紀後葉を下限とする。下野国分寺跡SD-

56 (10世紀前葉）出土の甕（第8図25) は、頸部の縦桐毛調整、 2条沈線の横位区画、平坦な口縁部の特徴

から 8世紀中葉頃の所産である。国分尼寺跡では区画溝SD-658B出土の甕（第8図28)は頸部に横位区画

沈線があることから 8世紀代の所産であるが、溝は 9世紀中葉から10槻紀中葉の時期になる。国分寺・尼寺

の大甕は、限られた資料であるが、 8槻紀中葉の創建時やその直後に搬入したものを 1世紀以上に亘って使

用する場合もあったことが確認できた。新治産の甕が国分尼寺跡SD-140 (8世紀後半～9世紀前半、第8

図10)で出十している。新治窯の窯資料では、 8世紀第2四半期中葉から第3四半期前葉の東城寺寄居前窯

A単位群で、頸部に横位区画のある甕とない甕が確認できる。消費地資料にも 9世紀代の大甕はほとんどな

くて、 9懺紀第4四半期に肥厚した口縁部と横位区画のない集落出土大甕を挙げているのみである（赤井

1998)。国分尼寺跡の甕は口縁部形態が帯状で、この形態は8世紀後葉の免の内台遺跡（第6図6)や9世紀

前葉の金山遺跡（第 7図5)に類似することから、国分尼寺跡のSD-140出上新治甕は伝世期間が短いと判

断される。

(2)集落居営期間と大甕伝世の関係

次に、集落から出土した大甕について、集落の動向とその生産・廃棄時期から入手・移動・使用の関係を

みる。これも類型的に経緯をみていく。

集落入手・使用類型 1:集落移住前に生産された大甕を持ち込み、長期間使用する場合

比較的広範囲に調査した前田遺跡では、 7世紀中葉（報告 I期）に移住して、 10軒の竪穴住居が作られる。

S I 102（第4図70)の須恵器は7世紀前半の所産と目され、この地に最初の集団が移住する前に入手してい

た須恵器甕を移住に際して移動してきた可能性がある。また、広大な範囲が調査された多功南原遺跡は 7世

紀中葉から集落が始まる。ここでも 7世紀前半になる大甕（第3図17)が出土しており、大甕が本遺跡に持

ち込まれた経緯には前田遺跡と同じようなことが考えられる。集団が集落を移住する時に、厨房道具も共に

移動したと考えられる。

8世紀以降でもこの類梨は砂部遺跡で確認できる。この遺跡の出土土器は8世紀後半から10世紀前半まで

あるが、竪穴住居は概ね 9世紀代に限られる。また、掘立柱建物が北部に集中して建てられ、南部では紡錘

車がまとまって出土し、有力者のもと糸生産に従事していた集団がいた（津野2016)。この住居群のなかで、

7懺紀末から 8世紀初めに生産された大甕（第 1図6)が、集落の盛んな時期である 9世紀後菜に廃棄される。

9世紀にまとまって移住した集団が移住前の地で入手して使用していた甕を移動したか、糸生産を集約し、

従事者を糧成した遣跡北部の地域有力者が伝世してきた叶能性もある。

集落入手・使用類型2:集落移住時頃に大甕を人手して長期間使用する場合

金山遣跡 I区SI -263B (9世紀中葉）の大甕（第7図10) は7世紀前半代の生産品であろう。本遺跡は

6 世紀末から 7 恨紀初めに集落が始まる。この甕が出土した周辺では集団が移住した 6 世紀末• 7世紀初め

から 9懺紀巾葉以降まで竪穴住居が連綿と続き、 9恨紀中葉に鉄庄産の大規模集落になる。 I区SI -263B 

出土の須恵器大甕はこの地に移住した集団が、移住した時かその直後に入手し、その集団の中で用いられ続け、

9世紀中葉に廃棄したと推測できる。

集落入手・使用類型3:集落に移り、定住後に大甕を入手して長期間使用する場合

山団代A遺跡は、入り組んだ沢の付け根に位置し、丘陵下の狭い低地にある集落で、 8世紀前策から10世
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紀後葉頃まで小規模集団で構成され続ける。 SI-08の大甕（第1図4)は8世紀第3四半期か後葉の所産で、

この集落に集団が一定期間定住した後に大甕を入手して、小規模集団内で9桐紀後葉まで使用したと判断さ

れる。免の内台遺跡は、 7世紀中葉から 9世紀後葉まで連綿と続き、台地上に広く集落が展開する。第72号

住居跡の大甕（第 6 図11) は和田窯段階の所産で、 9 世紀中葉に廃棄される。北の前遺跡も 6 世紀末• 7世

紀初めに集落が始まり、 10世紀前半まで続く。 7 世紀末• 8世紀初めに生産された甕（第 3図39) が9世紀

前葉に廃棄されている。また、多功南原遺跡では、 8恨紀前葉に生産された大甕（第4図72)がSB-118な

ど大型掘立柱建物群が並ぶ9世紀前葉以降に廃棄される。多功南原遺跡の動向では、 7世紀中葉から集落は

続くが、 9世紀前葉に大型掘立柱建物群が出現することから、ここで使用されたとみられる。

集落入手・使用類型4:集落定住後に大甕を入手して短期間使用する場合

西刑部西原遺跡は古墳時代中期末・後期から 9世紀後葉まで長期継続する集落である。 7世紀後葉の井戸

SE-1に近い時期に生産された大甕が廃棄されている（第2図2)。和田遺跡SK-452 (8世紀前葉）で

は口縁部が内彎する 7世紀末から 8世紀初めの甕が出土している（第9図l)。この遺跡は6世紀後莱から11

世紀まで続く遺跡であり、 7世紀末から 8世紀初めは竪穴住居が最も多くなる。寺野東遺跡の須恵器集中区

は8世紀前葉の士器群がまとまっており、この中に口縁部が平坦で内面が少し内彎して、近い時期に生産さ

れた大甕（第7図1)が出ている。遺跡は 8槻紀初めから 9憔紀後葉まで続く。このため、集団は移住して

継続居住するが、移住時に大甕を持って来たかその直後に入手したかは判別できない。西赤堀遺跡は 7世紀

前葉から集落が始まり、中葉に住居の数も増加する。 SI -442の甕（第2図1)は隆帯区画でなく、櫛歯施

文であり、集落拡大時に搬入されて、後葉に廃棄された。北原遺跡（第 1図 1)や金山遺跡（第 7図4) も

古墳時代後期から平安時代まで続く遺跡で、集落に定着後に入手した甕が短期間で廃棄されている。

以上のように類型化したが、大きく分類すると、集落に移住する際に大甕も持って来た場合、移住時か定

住してから大甕を入手して長期間使用する場合、定住後に大甕を入手して間もなく破損廃棄する場合に分け

られる。このうち最も多かったのは、入手・使用類型4とした定住後入手・短期使用破損という場合である。

また、類型 lとした移住前の大甕を持ち込み・長期間使用する場合や定住後入手して長期間使用する場合も

一定数確認できた。

3 大甕を耐久する意義

(1)耐久期間の意味

集落動向と関連させてみると、大甕耐久の意義が浮上する。少し古いデータであるが、栃木県域の集落で

は竪穴住居の数が、 7世紀中葉から後葉になり格段に増加することが明らかになっている（津野1995)。この

時期に人口増や民衆の居住建物や居住地を巡る再編があったことが考えられる。同様の傾向は埼玉県児玉地

方の集落動向を検討した利根川章彦氏も 7世紀第 2四半期から第3四半期前半以降、国郡里制制定による集

落の五十戸一里制的再絹成を動向の画期とみている（利根川1982)。また、東日本の古代集落の展開を検討し

た坂井秀弥氏も 7世紀末から 8世紀前半に律令期集落の成立を説いている（坂井2008)。

このように古代集落、律令期集落と呼ばれるような地域民衆の再編・移住の時期に耐久消費財である大甕

が継続して移住地で使用されることは一定数認められるが、集成の結果少数であった。多くは 7世紀末～ 8

世紀初めに生産された大甕を使用していた。大甕を生産するのが郡司層であるとすれば、配下の民衆を再編

する際に耐久消費財を交易して、私富蓄積したというのが一般的な見方であろう。大甕の機能は、貯蔵・醸

造であろうが、耐久消費財の交易が一般化したことにより、新たに生産された大甕を購入するために、前代
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からの甕が継承されることは少なかったと推測したい。耐久消費財も流通量に規定されて消費の実態が変化

したことを読み取れる。

(2)官街・集落における大甕の役割（第10図）

「上野同交替実録帳」によれば、郡家では厨家に酒屋が建てられる。大甕は煮沸による被熱痕が確認される

ことが稀である。 このため、基本的に大甕は貯蔵用の上謡であったと考えられる。那須官術関連遺跡では館

院といわれる南東ブロックの区画と近い位置にある竪穴遺構が篭屋と推測されている。 SI -285から須恵謡

大甕が出土しており、 SB~ 253などの掘立柱建物が酒屋に相当する可能性がある。官術遺跡における大甕の

出上位置について、その傾向を把握することが厨家の位置比定に繋がっていくと考える。

集落遺跡での使用方法を考えていくうえで、大甕が多鼠に出土した多功南原遺跡が参考になる。遣跡南東

節の大型掘立柱建物詳の中央に冠を設置した竪穴建物が建てられており、 これが鼈屋とみる見方が妥当であ

ろう。 この周囲からは多量の上器が出土しており、須恵器甕の出土量も多い。止中敏史氏は側柱建物で大甕

を据え置き、酒などの醸造を行い、郷飲酒礼の酒食が準備されたとみている (3)0 

ところで、大甕を据え置いた穴も竪穴住屈で確認できる。宮城県伊治城跡の SI 04では寵に対血する壁の

隅際に大甕が置かれ、床面には甕の周囲を盛り士して固定していた。鼈脇には長甕や鉢などの調理用具がま

とまっていた。茨城県思川遺跡では 9世紀後半の第4号住居跡の甑脇の穴に完形の甕が据え置かれていた。

遺跡は竪穴住居主体の集落であり、経済的・政治的に優位の居住者は想定できない。栃木県馬門南遣跡SI 

-240では寵脇に大甕下半分が据え置かれていた。 9批紀中葉から後半のこの遺構からは土器が多量廃棄され

ており、仲山英樹氏は村落で郷飲酒礼のような共同飲食が行われたとみている

このように大甕が遺棄された事例は限られているが (4l、地域有力者の居宅とみられる栃木県寺平

（仲山1996)。

しかし、

遣跡で掘立柱建物群の中央にある寵屋とみられる建物 (16号什居） でも鼈対面の南壁際に穴があり、粘上が

充填されていた。伊治城跡の事例などからみて、大甕を設置・固定したとみられる。多功南原遺跡のような
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建物配置であり、村落成員との共同飲食用の酒甕置き場であり、地域支配の道具として大甕の役割をみるこ

とができる。今後の調査で大甕据穴の検出に留意する必要がある。

(3)文献史料の醸造用具

正倉院文書によると、甕は酒・醤・味噌・酢などの醸造用や貯蔵用に用いられている。例えば、「伊豆国正

税軋長」（『大日本古文書二』 197頁）では、

酒壼拾捌餡染斗壼升壺合

醸加酒清濁井壼拾鮒

合酒訊拾捌舟砂染斗壺升壼合

雑用参韻玖斗壼升陸合 三斗七升、織錦、井神明膏、萬病膏等酢分、

遺戴拾陣朗楽斗玖升伍合 不動十一射二斗五升 盛胆壼拾壺口 不動三口

醤戴斗戴升伍合 盛冠壼口

末醤壼斗伍升 盛題壼口

酢伍斗戴升伍合 盛應壼口

として、国街財政として題（臨）で醸造・貯蔵していた。また、題（臨）は高価であった。「越前国使等解J(『大

日本古文書四』 54~57頁）では、建物の功賃や雑物を買った価格が載っている。

買草葺東屋ー間 債二百束

運作夫二百人 功充稲二百束人別一束

買板葺屋ー間 債ー百六十束

運作夫ー百六十人

（中略）

合買雑物廿ー物

憤稲四百五十四束

（中略）

木佐良ー百口

（中略）

庭四口二口各受三石 □n各受二石五斗

（中略）

功充稲ー百六十束人別一束

直十束束別十口

直ー百冊束二口各冊束二口各舟束

田杯二百□ 直十束束別廿口

とあり、食器でも、木佐良は稲一束で10口、 1口0.1束、田杯は稲一束で20口、 1口0.05束、臨は大型品で

あるが、容鼠3石で 1□40束、やや小さい容量2.5石の胞で 1□30束である。肱は田杯の600倍から800倍の価
格である。木佐良と比べると胆は300から400倍の価格になっている。さらに建物と比べると、大型の 3石屈

は草葺東屋本体価格の 5分の 1、エ賃を含めて10分の 1の価格になる。板葺屋と 3石追との比較では、脳は

屋のエ賃含めた8分の 1の価格になり、賑は厨房道具としては極めて高価であったことがわかる。

このように甕．既が長期間使用される理由としては、ほかの食器や厨房用具に比べて極めて高価であった

こと、醸造などに用いるので容器を固定しておき、不動腿酒のように貯蔵をしておく用途に使われたことに

よるであろう。

関東地方でも須恵器は交易により購入していたようである。南比企窯跡群内の広町A第 1号住居跡出土壺
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には「大賑布直六十段Jと記されていることから明らかである。下野国内でも集落で必要な場合は甕を市な

どで布を交換物として購入したと考えられる。

おわりに

これまで、古代の大甕について、使われ方の実態を検討することはあまり行われてこなかった。小稿では

窯跡と消費地資料を対比することにより、生産と廃棄の時期差からその一端を明らかにしようとした。これ

も古代における地域社会の実態を解明する一手段と考えている。古代の杜会構成史や流通史を考える上で、

発掘調査を行う際に竪穴住居跡の床面施設を確認する参考になれば、限られた地域と時間幅、大甕という一

器種のみを扱った小稿の意義もあると思う。

註

(1) 出土資料が多数のため、便宜的に郡毎に資料を提示する。遺跡の所在郡は概ね現行の郡に沿ったが、寒川郡などは郷

比定地から推測した。厳密な当時の郡域を示すものではない。

(2) 窯跡出土須恵器の編年については、筆者の作成した寂光沢窯跡報告での編年（（財）とちぎ生涯学習文化財団2011)

や古代生産史研究会の編年（津野1997) による。

(3) 山中敏史氏は多功南原遺跡の大型掘立柱建物群の SB-118を甕屋とするが、根拠は提示されていない（山中2007)。

(4) 埼玉県中堀遺跡では竪穴住居跡（第217号住居跡）の寵脇で大甕を据えた穴と甕が確認されている。また、四面廂掘

立柱建物の中に大甕を設置したという。また、同遺跡では大甕埋設遺構も確認されている。栃木県内における大甕埋設

遺構は金山遺跡w区SK-228があり、甕は第7図に提示した。

参考文献

赤井博之 1998「古代常陸国新治窯跡群の基礎的研究 (1)～奈良・平安時代の須恵器編年を中心に～」『婆良岐考古』第

20号

後藤建ー 1989「湖西古窯跡詳の須恵器と窯構造」『静岡県の窯業遺跡 本文絹』静岡県教育委員会

坂井秀弥 2008『古代地域社会の考古学』同成社

（財）茨城県教育財団 1991『一般県道新川江戸崎線道路改良工事地内埋蔵文化財調査報告書 二の宮貝塚・大日山古墳群・

思］1|遺跡』

（財）埼玉県埋蔵文化財調査事業団 1997『中堀遺跡』

（財）とちぎ生涯学習文化財団 2011『寂光沢窯跡』栃木県教育委員会

（財）とちぎ未来づくり財団 2012『樺崎渡戸古窯跡・樺崎中妻遺跡・栃本西遺跡・唐沢山城跡』栃木県教育委員会

田中 琢 1966「土器はどれだけこわれるか」『考古学研究』第12巻第4号

津野 仁 1995「栃木県における 6・7世紀の土器編年と地域的特徴」『東国土器研究』第4号

津野 仁 1997「栃木県の須恵器編年」『東国の須恵器ー関東地方における歴史時代須恵器の系譜ー』古代生産史研究会

津野 仁 2016「古代下野の生叢」『とちぎを掘る 栃木考古学の到達点』随想舎

利根川章彦 1982「古墳時代集落構成の一考察一児玉地方の 5~8世紀の集落群の動態と土師器の変遷を中心として一」『土

曜考古』第5号

仲山英樹 1996「「土器多出住居」位置付けへの試論ー土器多出遺構の整理にむけてー」『唐澤考古』第15号

鳩山窯跡群遺跡調査会・鳩山町教育委貝会 1992 『鳩山窯跡群W —エ人集落編 (2)- 』

-54 -



古代須恵器大甕の耐久

服部敬史 1987「東国における奈良時代前半の須恵器生産とその背景」「信濃』第39巻第7号

三嘉窯跡研究会 2009「三霜山麓窯跡群の須恵器生産（皿）一岩舟町和田窯跡出土須恵器の再検討（報告篇）ー」『栃木県

考古学会誌』第30集

宮城県多賀城跡調査研究所 1978『伊治城跡l一昭和52年度発掘調査報告ー』

梁木 誠 1987「南高岡窯跡群採集の須恵器」『真岡市史案内』第6号

山中敏史 2007「地方豪族居宅の建物構造と空間的構成」『古代豪族居宅の構造と機能』独立行政法人国立文化財機構奈良

文化財研究所

〔対象遺跡文献〕

石橋町教育委員会 2003『東林遺跡』

市貝町教育委員会 2016『寺平遺跡発掘調査報告書1l』

宇都宮市教育委員会 1978『宇都宮市瑞穂野団地遺跡』

宇都宮市教育委員会 1991『前田遣跡』

字都宮市教育委員会 2005『砂田遣跡』

宇都宮市教育委員会 2008「みずはの台遺跡群（根本西台古墳群第2次・瑞穂野団地遺跡東地区）』

小山市教育委員会 1982『乙女不動原北浦遺跡発掘調壺報告書』

鹿沼市教育委員会 2007「明神前遣跡J『市内遺跡発掘調査報告書I』

上三川町教育委員会 1986 『多功南原遺跡ー奈良•平安時代集落址ー』

上三川町教育委員会 1985『大町遺跡』

上三川町教育委員会 1992『上ノ原・向原南遺跡』

国分寺町教育委員会 1995『愛宕塚遺跡・東薬師堂4号遣跡』

国分寺町教育委員会 2005 『東薬師堂遺跡第 5 次•第 6 次調査 山王遺跡第 2 次•第 3 次調査西原遺跡第 3 次調査丸

塚古墳』

（財）とちぎ生涯学習文化財団 2000『那須官術関連遺跡発掘調査報告1l』栃木県教育委員会

（財）とちぎ生涯学習文化財団 2001『上神主・茂原 茂原向原 北原東』栃木県教育委員会

（財）とちぎ生涯学習文化財団 2001『大関台遺跡』栃木県教育委員会

（財）とちぎ生涯学習文化財団 2001『北の内遺跡（縄文～古代編）』栃木県教育委員会

（財）とちぎ生涯学習文化財団 2001『那須官術関連遺跡Vl1』栃木県教育委員会

（財）とちぎ生涯学習文化財団 2001『鶴田A遺跡 I』栃木県教育委員会

（財）とちぎ生涯学習文化財団 2002『東谷・中島地区遺跡群2 砂田遺跡 (1区・ 2区・ 3区）』栃木県教育委員会

（財）とちぎ生涯学習文化財団 2003『西下谷田遺跡』栃木県教育委員会

（財）とちぎ生涯学習文化財団 2005『東谷・中島地区遺跡群6 磯岡遺跡 (2~7区）』栃木県教育委員会

（財）とちぎ生涯学習文化財団 2005『彦七新田遺跡』栃木県教育委員会

（財）とちぎ生涯学習文化財団 2005『堀越遺跡』栃木県教育委員会

（財）とちぎ生涯学習文化財団 2005『上り戸遺跡」栃木県教育委員会

（財）とちぎ生涯学習文化財団 2006『高林遣跡1l』栃木県教育委員会

（財）とちぎ生涯学習文化財団 2007『峰高前遺跡』栃木県教育委員会

（財）とちぎ生涯学習文化財団 2007『東谷・中島地区遺跡群8 砂田遺跡 (4-6・ 18 ・ 19 ・ 23 ・ 24区）』栃木県教育委員会

（財）とちぎ生涯学習文化財団 2007『西赤堀遺跡』栃木県教育委員会

-55 -



研究紀要第25号

（財）とちぎ生涯学習文化財団 2008『北原遺跡』栃木県教育委員会

（財）とちぎ生涯学習文化財団 2009『青龍渕遺跡・皇宮前塚j栃木県教育委員会

（財）とちぎ生涯学習文化財団 2009『西物井遣跡』栃木県教育委員会

（財）とちぎ生涯学習文化財団 2009『曲田遺跡・馬場先遺跡』栃木県教育委員会

（財）とちぎ生涯学習文化財団 2010『西刑部西原遺跡』栃木県教育委員会

（財）とちぎ生涯学習文化財団 2010『森後遺跡1l』栃木県教育委員会

（財）栃木県文化振興事業団 1990『三ノ谷東・谷館野北遺跡』栃木県教育委員会

（財）栃木県文化振興事菓団 1990『砂部遺跡』栃木県教育委員会

（財）栃木県文化振興事業団 1993『免の内台遺跡』栃木県教育委員会

（財）栃木県文化振興事業団 1993『谷館野東・谷館野西・上芝遺跡』栃木県教育委員会

（財）栃木県文化振興事業団 1993『金山遺跡 I』栃木県教育委員会

（財）栃木県文化振興事業団 1994『金山遺跡Il』栃木県教育委員会

（財）栃木県文化振興事業団 1995『金山遺跡皿』栃木県教育委員会

（財）栃木県文化振興事業団 1995『馬門南遺跡』栃木県教育委員会

（財）栃木県文化振興事業団 1996『金山遺跡w』栃木県教育委員会

（財）栃木県文化振興事業団 1996『西赤堀遺跡』栃木県教育委員会

（財）栃木県文化振興事業団 1996『寺野束遺跡VIII（歴史時代編）』栃木県教育委員会

（財）栃木県文化振興事業団 1997『温泉神社北遺跡』栃木県教育委員会

（財）栃木県文化振興事業団 1998 『山崎北・金沢・台耕上•関口遺跡』栃木県教育委員会

（財）栃木県文化振興事業団 1998『下野国分寺跡x皿 遺物編』栃木県教育委員会

（財）栃木県文化振興事業団 1999『多功南原遺跡』栃木県教育委員会

（財）栃木県文化振興事業団 1999『一本松遺跡・文殊山遺跡』栃木県教育委貝会

（財）栃木県文化振興事業団 2000『小丸山北遺跡・山苗代A遺跡』栃木県教育委員会

（財）とちぎ未来づくり財団 2012『和田遺跡』栃木県教育委員会

（財）とちぎ未来づくり財団 2013『山の神II遺跡・欠ノ上 I遺跡・欠ノ上II遺跡』栃木県教育委員会

（財）とちぎ未来づくり財団 2013『小鍋内 I遺跡・小鍋内II遺跡』栃木県教育委員会

（財）とちぎ末来づくり財団 2013『東谷・中島地区遺跡群15 砂田遺跡 (7-9・ 11 ・ 14 ・ 15 ・ 17 ・ 20-22 ・ 25 ・ 26 ・ 28-

42区』栃木県教育委員会

（財）とちぎ未来づくり財団 2013『東谷・中島地区遺跡群16 酉刑部西原遺跡（古墳・奈良・平安時代絹』栃木県教育委

員会

（公財）とちぎ未来づくり財団 2013『下野国分尼寺跡ll』栃木県教育委員会

（公財）とちぎ未来づくり財団 2014『北ノ内遺跡・助五郎内遺跡・星ノ宮遺跡』栃木県教育委員会

佐野市教育委員会 1996『松葉遺跡』

佐野市教育委員会 2002『ゴロノミヤ遺跡』

佐野市教育委員会 2005『クジラ山西遺跡j

佐野市教育委員会 2009『新町遺跡』

下野市教育委員会 2008『落内遺跡第2次発掘調査報告書』

下野市教育委員会 2008『国指定史跡下野国分寺跡』

-56 -



古代須恵器大甕の耐久

栃木県教育委員会編 1981『下都賀郡国分寺町柴工業団地内遺跡調査報告』（財）栃木県文化振興事業団

栃木県教育委員会 1988『下野国府跡Vl[ 土器類調査報告』

栃木県教育委員会 1992『久保遺跡』

二宮町教育委員会 1989『蟹が入遺跡』

芳賀町教育委員会 1992『免の内台遣跡』

藤岡町史編さん委員会 2003「浜ノ上遺跡J『藤岡町史 資料編 考古』藤岡町

-57 -





雀宮宿跡について

ぉ夫叶丈き木紐大

1 はじめに

2 日光道中成立の前提と成立

3 雀宮宿の成立

4 宿の景観

5 宿の業務

6 発掘調査の成果

7 おわりに

平成26年度（公財）とちぎ未来づくり財団埋蔵文化財センターにより、雀宮宿跡の発掘調査を実施した。雀宮宿は日光

道中16番目の宿場である。本稿では、雀宮宿の成立、それと併せ、日光道中の成立に関して文献史料より考察を加えた。

さらに、江戸時代の宿場の業務や役人の構成などについても述べる。文献から江戸時代後期の宿場の景観を復元し、それ

と発掘調査の成果を突き合わせて検討を加えた。

1 はじめに

雀宮宿は、日光道中（街道）の16番目の宿場である。日光道中とは江戸幕府が整備したいわゆる五街道の

一つである。日光道中は、日本橋を出て、千住へ、千住から日光の手前、鉢石宿まで21個の宿があった。さ

らに、日光道中には支線があり、江戸本郷追分から中山道と分かれ、岩淵ー川ロー鳩ヶ谷ー大門ー岩槻を経

て幸手に合流する日光御成街道（御成道）、小山宿の北の喜沢村から西北に分かれ、飯塚ー壬生ー楡木（日光

例弊使街道と一緒になる）一奈佐原ー鹿沼ー文挟ー板橋ー今市宿に合流する日光道中壬生通りが附属してい

た。

雀宮宿跡は、平成26年に、国道4号の共同溝工事とJR雀宮駅と国道4号を結ぶ県道の拡幅工事が実施される

ことになり、栃木県教育委員会文化財課で試掘調壺したところ、江戸時代の宿跡と思われる遺構・遺物が存

在したため、本調査をすることになった。そこで、公益財団法人とちぎ未来づくり財団埋蔵文化財センターで、

調壺をすることになり、ここでは、発掘調査の成果について述べていく。

ところで、雀宮宿については、手塚良徳氏の論考がある（手塚1985)。そこでは、仮本陣宅に残された古文

書をたよりに、江戸時代後期の宿の主要な家の建物の規模や配置、伝馬役・助郷役について述べられている。

それに対し、本稿では日光道中の成立や雀宮宿の成立や景観、宿の機能などを文献史料からみることにする。

そして、発掘調査の成果と文献史料と突き合わせ考察を加えることを目的とする。

2 日光道中成立の前提と成立

江戸時代の街道の整備で不可欠なのは、道自体の整備も必要であるが、宿駅の整備であった。現在の感覚

であれば、道路の整備が大切と考えがちである。現在は車社会のため、道を整備すれば、そこに自動車がと

おり、物流などの動脈となる。しかし、日本の前近代の社会では、道自体の整備ということは、古文書を数

多くあたってもあまり多くの事例を見いだすことができない。歴史上道路の整備で代表的なのは、律令国家
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によるものである。たとえば、東海道という名称は、飛鳥時代、古代国家が太平洋沿いに関東へ向かって造っ

た道を東海道と呼び、その名称が、現在に至っても引き続き使われているのである。栃木県の場合は、東山

道が通っており、都から現在の滋賀県→岐阜県→長野県→群馬県、そして栃木県へと至る道が整備された。

しかし、その後は、道を整備するような権力は江戸時代まで出現しなかった（一部の戦国大名は実施している）。

江戸時代の街道の整備というと、最初に行うことは、宿駅の整備となる。権力にとって、宿駅の最も大切な

役割は、伝馬を出させることである。つまり、街道の整備の一つとして、伝馬役を果たす宿の整備が必要不

可欠のものであった。

いわゆる五街道の一つ東海道は、比較的古くから整備されていた。江戸時代の東海道につながる宿の整備は、

広域にわたる領域支配ができた戦国大名の政策が基本にあった。特に駿河国（現在の静岡県）には、戦国大

名今川氏、永禄11年 (1568) に今川氏が滅びてからは、甲斐国（現在の山梨県）の武田氏が積極的に伝馬制

度を整備したため、伝馬制が早くから機能していた（有光1994・柴辻1981)。そして、今川氏・武田氏が整備

した伝馬制度を徳川家康が継承し、関ヶ原合戦の直後の慶長6年 (1601)正月に東海道の53宿のうちの30以

上の宿に伝馬関係の文書が出されている。つまり、徳川家康が東海道の発展に重要な役割を演じたといえる（本

多2014)。

では、当時の下野国の場合をみよう。伝馬制についての年号がわかる最古の古文書は、天正5年 (1577)

と推定される 4月15日付けの小田原北条氏の家臣の北条氏照の伝馬手形である。

（史料 1)

伝馬五疋可出之旨、被仰出者也、イ乃如件、

ロト五日

自小山

くり橋迄

史料1は、朱印状である。年代の比定については、小山が北条氏の領国に組み込まれた後の丑年というこ

とになる。小山氏が北条氏に屈服したのは、天正3年でその後の丑年となると、天正5年と17年があげられる。

領国統治に関わる文書なので、小山が北条氏領に入って比較的早くに出されたと考えられるので、天正 5年

と考えられる。北条氏照は小田原北条氏の 3代目氏康のご男で、武蔵国滝山や八王子城の城主である。内容は、

北条氏が公用の荷物を運ぶため、小山から栗橋まで馬を 5匹出して運びなさいという命令書である。ここに

書かれている小山から栗橋までは江戸時代の日光道中と重なる道筋である。氏照がこの文書を出した背景に

は、天正2年から古河公方足利義氏の後見を勤めたため、彼が小山周辺に影響力があったためだろう。

（史料2)

友沼之郷

間々田之郷

生井之郷

右之四ヶ郷小山領之百姓、古河之御宿へ入置候俵子、幾度二も預ヶ人申次第、無相違可被出之候、為其

以証文申届候也、 ｛乃如件、ロ日 布施美作守

‘宿
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御奉行衆
(2) 

史料2も北条氏照の朱印状であり、史料1と同時期の文書である。そこには「古河宿」とあり、小山と栗

橋の間の古河は宿であったことがわかる。当時、古河には関東公方（古河公方）足利義氏がいた。彼は、室

町将軍の血筋に連なる武士であり、関東を統括する武士であった。古河はこのような有力な武士が住んでい

る場所なので、町場が形成されており、宿も整備されていたと考えられる。

小山は、鎌倉時代以来の御家人である小山氏の拠点であるため、小山氏の居館周辺には当然のごとく町場

が形成され、小山には宿の機能もあったと考えられる。

現在、栗橋は、利根川の南に位置している。しかし、戦国時代には利根川は今よりも南側を流れており、

栗橋は利根川の北側にあったと考えられている。斉藤慎一氏によると、当時このルートは中道と呼ばれ、中

道は高野渡しが利根川の渡河点という指摘がある (3)。そのため、栗橋から南へ送る荷物は、馬からいったん

下ろし、船で利根川を渡り、そして、小田原方面に荷物を運んだのだろう。馬で荷物を運ぶのは、栗橋まで

となる。

ところで、江戸時代の日光道中には、栃木県内では古河と小山の聞には、野木、間々田といった宿場があっ

た。後にも触れる天保14年 (1843)頃の成立という『日光道中略記』によると、野木宿は慶長7年頃、間々

田宿は元和 4年頃に成立したとあり、北条氏の支配が続いている頃には、宿はなかったようだ。また、史料

2には間々田宿ではなく、［間々田之郷」ともあるので、宿場ではなかったことがここからもわかる。

（史料3)

当町中地子事、永御赦免被成候畢者、 公儀之伝馬、当領主定役、不可有無沙汰者也、依 仰下知、如件、

慶長七年 大久保十兵衛

寅正月十八日 長安（花押）

長谷川七左衛門尉

長綱（花押）

伊奈備前守

忠次（花押）

宇都官

町中

史料 3 は、慶長 7 年 (1602) 正月十八日付けの徳川家康の家臣、いわゆる関東代官の大久保長安•長谷川

長網・伊奈忠次の連署状である。内容は、宇都宮町中の地子を免除をする代わりに、「当領主」の定めた「公

儀之伝馬」を出しなさいといったものである。［当領主」とは宇都宮の城主のことで、当時は奥平家昌であった。

つまり、宇都宮の町が負担する地子を免除するので、奥平家昌が定めた伝馬役を果たしなさいというもので

ある。

先ほども述べたが、東海道については、この前年の慶長六年正月に、各宿に（一部の宿）史料3に出てき

た徳川家康の家臣の大久保長安と伊奈忠次、長谷川長網の代わりに彦坂元正らが黒印を捺した伝馬定書・添状・

伝馬朱印状が出されている。字都宮町中に宛てた文書よりも、内容は細かくなっており、この文書が出され

たことにより、東海道の宿場が設定されたとされている（5)。東海道の伝馬定書にも、地子を免除する代わり

に伝馬役を呆たす事が明記されている。これで近世東海道の宿が成立したことになる。つまり、東海道は、

徳川家康の家臣達が伝馬定書等を発給したことで、近世の東海道の宿の成立及び東海道の開設と評価されて
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いるのである。

字都宮に話を戻すと、同じ頃に地子免除する内容の文書が家康から出されたので、東海道と同様に宇都宮

宿の成立と日光街道の成立であるとなるのであるが、ここで問題となるのは、これと同じ内容の文書が日光（奥

州）道中の他の宿にはみられないことである。これでは、日光道中の成立とはいえない。さらに問題なのは、

文書に「公儀」の伝馬と書かれていることである。一般的に、江戸時代公儀といえば、幕府（将軍）や藩（大

名）のことを指していた。慶長7年、徳川家康はまだ征夷大将軍になっておらず、江戸幕府は開かれていなかっ

た。家康は、天正18年に江戸に入ってきたが、いわゆる江戸幕府を開いたとされるのは、慶長8年に征夷大

将軍に任ぜられたときである。宇都宮町中にこの文書が出されたのは、慶長7年であるので、家康は正式に「公

儀」といえる立場ではなかったと考えられる。では、「公儀」とは具体的に何を指すのだろうか。

この時点で「公儀Jといえるのは、豊臣秀頼もしくは農臣政権のこととではないか。慶長3年に豊臣秀吉

が亡くなって、すぐに徳川家康がヘゲモニーを握ったのではなく、関ヶ原の合戦が終わっても、豊臣政権は

完全に崩壊していなかったとされている（6I。豊臣政権は、この時点では健在で、いわゆる五大老・五奉行が

中心となって政権運営をしていたといわれている。例えば、慶長7年段階で、秀頻は数え年で8オであったが、

すでに従二位もしくは正二位の権大納言であった。当時は、官位相当の制度があり、従一位で関白や摂政に

なれるので、これは、秀頼が大人になれば、父の秀吉のように関白や摂政になる可能性があったということ

を示している。そのため、この時の徳川家康は、豊臣秀頼の家老や宿老といえるような立場でしかなかった。

よって、家康は、徳川領だけの伝馬ではなく、豊臣政権のための伝馬だったので、「公儀之伝馬」といった文

言がある文書を出したのだろうと考えられる。慶長7年段階で、徳川家康は、いわゆる五大老の一人からは

脱却できていなかったのである。宇都宮は、徳川氏の領国内の士地のために徳川家の家臣が文書を出したの

である。家康は、この時、後の日光道中の宿に対して、地子免許状を出していないのも、慶長7年段階では、

日光道中が成立していなかったことを示している。

ただ、この頃には江戸時代につながる宇都宮宿が成立したことは間違いない。この伝馬は、江戸方面とい

うよりむしろ、上方方面への荷継のためのものではなかろうか。年未詳であるが、北条氏照の古河から佐野

へ伝馬手形が残されており（7)、戦国時代には、佐野には伝馬宿が成立していたので、この命令は、宇都宮か

ら佐野方面へ向かい、現在の群馬県の上野国、信濃国を通る中山道へ向けての荷送りだと考えるのが自然で

ある。

では、いつ日光道中が成立したのだろうか。さらに、日光道中がなぜ五街道と呼ばれるほど重要になった

のだろうか。東海道や中山道は、江戸と京や大坂などの交通や運輸のため重要だったことはいうまでもない。

だから、この両街道では、江戸時代初期から比較的多くの文献資料が残されており、成立が古いと推察される。

なぜ、日光道中、奥州道中や甲州道中が五街道といわれるほど重要なのだろうか。

一つの可能性として、参勤交代の問題がある。しかし、ほとんどの大名に対し、参勤交代制が実際の制度

として運用されるのは、寛永19年 (1642)の将軍が家光のときであり、家康が征夷大将軍になったときに参

勤交代をする大名は、いくつかの大名だけであった。それもいわゆる外様大名だけであった。豊臣秀吉の子

飼い武将たちで、徳川家に対しては外様大名にあたる大名で、中国・四国地方や九朴1地方の西国の大名たち

の一部であった。それに対し、もともと徳川家の家臣である譜代大名は、江戸幕府が成立した頃は、定府（じょ

うふ）といつで江戸にいることが決まりであった。徳川秀忠の元和元年 (1615)の「武家諸法度」や徳川家

光の寛永12年の「武家諸法度」で、外様大名の参勤交代が定められており、そして、家光の代になって、寛

永の大飢饉等のため、譜代大名も自分の所領に戻ることが、必要と考えられたため、寛永19年に譜代大名の
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帰国命令が出され、参勤交代制度が成立したとされる（8)。日光道中や奥州道中を使うのは、東北の一部の大

外様大名がいるが、他は比較的中小の譜代大名が使うので、小さな宿場はすぐに必要ではなかったと思われる。

そうすると、日光道中の成立に最も役割を果たしたのは、日光東照宮の建立であることが推定される。日

光東照宮は、徳川家康を神様（東照宮）として祭った神社であり、当時は、神仏習合であったため、輪王寺

という寺院も造られた。家康が元和2年に亡くなると、最初駿河国（静岡県）の久能山の東照宮に祀られた。

さらに、家康の遺言により、翌年日光に廟を造ることになり、完成すると、歴代将軍が社参することになった。

そのため、将軍が江戸から日光にむかうため、整備されたのが日光道中である。日光道中はH光に、将軍家

の祖の家康らが祀られているため、重要になったのである。次に雀宮宿の成立をみよう。

3 雀宮宿の成立

では、雀宮宿の成立を考える。

（史料4)
(H) 

口光御 成道中御役御免之事

］高ノ諸役 御免被成候事

ー、田方掛物 御免被成候事

右之通り、五拾年以来、御 成道中・奥朴I道筋両道中二御座候二付て、御通之御役目重り仕候間、町中

破損之ため御免被成被下候得共、御壱枚紙二、在郷並二御書付御座候得ハ、此度之御城代様へ申分難成

奉存候間、御証文被御意被下候は、難有可奉存候、イ乃如件、

申ノ

九月七日

雀宮町

惣百姓印

石橋町

惣百姓印

郡御奉行様（後略）

上記史料が、雀宮宿について知られている古文書のなかで最も古いものである。史料4には、雀宮宿とと

もに石橋宿の名前も挙がっている。文書は、 50年前から徳川将軍が御成道中や奥州道中を通って、日光に向

かう際に、（両宿は）御通の御役目を果たしているので、「高の諸役」と「田方掛物」を御赦免されてきた。

引き続き御赦免顔いますといった内容である。「申ノ」年とは、 50年来「御成道中・奥州道」の道筋に所在す

るとあることから、「申ノ」年から50年前に日光・奥州道中が成立していたことになる。元和3年 (1618) に

時の将軍徳川秀忠が日光へ初めて社参していることから、このころから、雀宮宿・石橋宿が道中の道筋あっ

たことになる。元和3年の50年後の申年となると、寛文8年 (1668) になる。すなわち、雀宮宿と石橋宿は日

光に東照宮を勧請したときには、成立していたことになる。東海道の宿では、地子を免除される代わりに伝

馬役を果たすことが一般的であるが、雀宮宿は、石高（村高）に対する諸役と田に掛かる税を免除される代

わりに、伝馬役を果たすことになっていたのである。東海道の各宿や宇都宮のように地子を免除されるのは、

中世以来都市的な場であったところだといえよう。雀宮宿は、中世の都市的な場から近世に宿駅になったの

ではなく、一般的な村落から宿駅になったため、地子がかけられるのではなく、普通の村落なみの税がかけ

られていたのだろう。
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このことは、伝承からもいえる。天保年間に成立したと若えられている『日光道中略記』という道中記が

国立国会図書館に残されている。そこに雀宮宿の成立について書かれているので、雀宮宿の項の一部を引用

(lllJ 
する 。

（史料5)

江戸より廿五里拾一町廿間。石橋宿より壱里廿二町。日光のかた字都官へ弐里一町。伊奈友之助御代官所。

当宿元ハ宇都宮領なりしか、正徳元年飯塚孫次郎伺代官所となり、夫より引紐き御料所となる。当宿ハ

ド横田村よりの分村にて、本郷より土地高きを以て、台横田村と号し、東のかた奥什I古道の辺より人民

住せしか、元和年中日光街道ひらけしより、往還の左右に移り、鎮守雀宮明神の社に近きを以て、雀宮

村と改ため、宿駅となりてより雀官宿と唱ふ。

史料5によると、雀宮宿は下横川村から分かれ、下横田村よりも（標高が）高いところに移ったため、台

横田村と名乗った。高台の東の方の奥J廿古道の固辺に村人が仕んだ。元和年中に日光街追が開けたとき、道

の左右に移り住み、鎮守である雀宮明神に五かったことから、雀宮村と改めたという内容である つまり、

雀宮窟は、元は下横田村から分かれ出て、その東の高台の奥J廿古道の周辺に人々が仕み始めた。そして、日

光道中が開かれてからは、道の左右に分かれて人々が住んだ。その場所が雀宮神社に近いところだったので

雀宮村と名乗ったということになる。ここからも、雀宮宿は、下横田村という普通の集落から発展したこと

がわかる。

また、雀宮宿は最初字都宮領に属していだが、正徳元年 (1711) に飯塚孫次郎が代官となり、現在（『日光

道中略記』が成立した頃）は伊奈友之助が代官で、幕府の御料所（直轄地）であるとも書かれている。

4 宿の景観

雀宮宿について具休的にみることにする。

（史料6)

（表紙）， 
日光道中雀宮宿

J 

合高五百七拾四石六斗五升五合

ー、宿内町並南北五町弐拾間

但寺社地先共

日光追中
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北条雄之助御代官所

下野国可内郡

雀宮宿

江戸江弐拾五里

石橋宿江壱里半五」→

字都宮宿江弐里壱」ム

閃宿迅

多功村江

壱里半行丁



天保十四卯年改

ー、宿内人別 弐百六拾八人

同

ー、宿内惣家数

内

七拾弐軒

本陣凡建坪百拾五坪半

門構玄関附

脇本陣凡建坪九拾四坪

門構玄関附

旅籠屋三拾八軒

内

大拾壱軒

中拾七軒

小拾軒

ー、地子免許無之

内男百三拾八人

女百三拾人

雀宮宿跡について

但 宿高之儀者宝永四亥年迄追々検地高有之、右宿高之儀不残江御伝馬宿入用米者相掛り、六尺

給米御蔵入用者免除二候、右之後検地無御座候、

ー、宿高札場壱ケ所 字中町二建有之、

（中略）

ー、人馬継問屋場弐ヶ所

壱ヶ所字上問屋場

壱ヶ所字下同断

問屋

弐人

年寄

壱人

帳附

弐人

馬差

弐人

右問屋場弐ヶ所江毎月朔日な十五日迄上問屋、十六Hな晦日迄下問屋与半月代リニ月番之問屋壱人・

年寄壱人・帳付弐人つ、相詰、重キ通行之節者、宿役人一同罷出、取扱来リ申候、

ー、御定人馬 弐拾五人

弐拾五疋

内囲人馬五人

互疋

ー、宿内郷蔵 壱ケ所

但、囲穀籾稗二御座候、

（中略）
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ー、宿内傍示杭茂原村境壱ケ所、上横田村境壱ケ所

建替之節者宿入用を以建替来り候、

ー、宿内両側家並二而其余者並木畑並木立二候、

ー、宿内田合畑多く、東田用水者上横田村地内内田川な引故、流末者羽牛田村。茂原村之小川江落候、

西谷田者用水無御座天水場二御座候、

ー、宿内呑水者堀井を用候、

ー、農業之外旅籠屋者旅人之休泊を請、又者食物を商ふ茶店有之、其外諸商人御座候、

ー、宿内男者薪を取、女者機を織、其外仕馴たる手業無御座候、

ー、五穀之外時々之野菜を作、其外荏胡麻を作申候、

ー、宿内市立無御座候、

ー、米之津出三拝川岸江四里程、夫合江戸迄川路四拾里程有之、

ー、竹木類船積・筏下ケ無御座候、

ー、宿内平地二而山坂無御座、見渡し山々有之、且此宿合野州壬生宿江出候道筋有之、此外田畑耕地江

出る小道有之共重立候脇道無御座候、

（中略）

右者、今般日光道中筋宿方並間之村々共往還二附候土地之様身本御尋二付、当宿合宇都宮宿境迄之分間之

村々共取調、書面之通奉書上候、以上、

天保十互辰年十二月

当御代官所

野州河内郡雀宮宿

問屋

治左衛門 ＠） 

同

平治右衛門⑮

年寄

半五兵衛 ⑱ 
(11) 

史料6は天保15年の「日光道中雀宮宿」という帳面の一部である。現在、この史料は、栃木県立文書館が

所蔵している。「宿村大概帳」という天保14年に幕府が五街道の宿の内容を調査して、それを宿ごとにまとめ

た文書がある。史料6は、その控えと考えられる。

雀宮宿の宿高（村高）は、天保15年段階で、 574石6斗5升5合で、人口は268人で、男138人、女130人が

住んでいたことがわかる。さらに宿には72軒の家があり、本陣1軒、脇本陣1軒、 38軒が旅籠と呼ばれる宿屋

を営んでいた。宿屋を経営しているのは、宿内の半分ぐらいの家しかなかった。さらに、史料6に、「宿内田

合畑多く、東田用水者、上横田村地内田川合引故、……西谷田者用水無御座、天水場二御座候」とあり、宿

内に田んぽや畑があったことが判明する。つまり、農業を営む人もいたのである。その上、「互穀之外時々之

野菜を作、其外荏胡麻を作申候」とあることから、五穀（米、麦、粟、稗など）の他に荏胡麻といった農産

物を作っていた人がいたのである。また、「農業之外旅籠屋者旅人之休泊を請、又者食物を商ふ茶店有之、其

外諸廂人御座候」とも書かれており、旅籠や農業を営む人以外には、飲食業を行っている人もいたのである。

さらに、「諸商人御座候」ともあるので、物を売る人々もいた。よって、雀宮宿は宿場や諸商人が商いをする
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場という都市的な顔と、田畑の作物を生産する農村的な顔、両面をあわせもつ宿場だということができる。

また、「宿内両側家並二而、其余者並木・畑井木立二候」とあり、日光道の両側に家々が立ち並び、空いて

いる場所は、並木、畑、木立であったという。さすがに江戸時代には写真はないので、東京国立博物館が所

蔵している文化3年 (1806)に完成した『日光道中分間延絵図』の雀宮宿（第8図）を見ることにする。

絵図の左側が宇都宮、右側が江戸である。この絵図の特徴は、道が大変大きく描かれ、家並などはあまり

大きく描かれていないことである。左手の道の上に描かれているのが、宿の名前の由来となっている雀宮神

社である。図の中央の道の下に本陣・脇本陣があり、史料6の通り、一つずつしか書かれていない。道の上

の方に、 2つの問屋場が書かれている。図の左側が上町であるので、左側の問屋場が上問屋で、右側が下間

屋であろう。後にも触れるが、上間屋は、天保年間になると、道の反対側に移ったようだ。本陣の左わきには、

高札場があり、ここには伝馬の駄賃の定書やキリシタン禁制などの幕府の法令が掲げられていた。その内容は、

本稿では省略したが、史料6の「日光道中雀宮宿」のなかに挙げられている。あと、宿の景観として特徴的

なのは、木戸が書かれていることである。街道沿いにある宿場以外の村には、このような施設はない。道の

両側には、家並が描かれているが、畑や木立などは省かれている。

5 宿の業務

宿というのは、どういったことをする場なのだろうか。宿場は江戸幕府が公に認めたものである。普通の

村とは少々趣を異にしている。江戸時代の村は、年貢を領主に納める主体となる団体であった。また、幕府

や藩は個人個人に法令を出すのではなく、村に対して出していた。江戸時代の普通の村は、村自体が年貢を

負担し、幕府や藩権力は、村に対して行政サービスを行うことになる。それに対し、宿は、地子などの都市

税が免除される代わりに、公的な荷物を継送ることを負担しなければならなかった。よって、街道沿いに人々

が住んでいても、領主が宿と認めなければ、伝馬役を負担することはなかった（助郷で負担する場合もある）。

例えば、小山市の粟宮地区は、日光道中に面して家々が並んでいるが、粟宮は公的には宿では無かった。粟

宮村は伝馬役を負担する必要はなく、普通の村のように、米などの年貢を負担する普通の村であった。但し、

そこに住む村人が、旅人が一休みする茶屋や、彼らが泊まる宿屋を経営していても特に間題はなく、こうい

う村を間（あい）の宿（間の村）といったりもした。

幕府にとって宿場の最大の任務は、荷物を次の宿へ送ることである。つまり、雀宮宿は地子では無いが、

一部の年貢を免除されており、その代わり伝馬役を負担していた。そのため、人馬を常備してなければならず、

日光道中の場合、人馬25人・ 25匹を用意していなければならなかった。それでも荷継する荷物が多く、足り

ない場合は、助郷といって周辺の村々から人馬を借りたのである。その業務の中心となるのが問屋場であった。

先ほど見たように、雀宮宿には間屋場が二つあった。先ほどの史料6をみると、「右問屋場弐ケ所、毎月朔日

合十五日迄上問屋、十六日合晦日迄下問屋与半月代リニ月番之・・・」とあり、月の中で朔日から15日迄は上間

屋が、後半の16日から晦日までは、下間屋が交代で勤めていたことがわかる。

宿は伝馬役を負担する主体であったので、そこには役人を呼ばれる人たちがいた。彼らは、宿の住人で、

宿役人と呼ぶのが一般的である。雀宮宿の宿役人をみることにする。
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（史料7)

（表紙）

「

宿役人名前並帳附人馬指名前帳

日光道中

雀宮宿

J
 

北条雄之助御代官所

下野国河内郡

日光道中雀宮宿

親代合引続私義拾七ケ年来、名主問屋相勤申候、

ー、持高四拾五石壱升四合七勺五才

名主

問屋

次左衛門

三十五才

家内拾人

但名主・問屋役之外、旅籠屋渡世罷有候

親代合引続私義廿四ケ年来、問屋役相勤申候、

ー、持高三拾三石九斗九升九号七勺

問屋

平次右衛門

四十三才

家内弐拾人

但シ問屋役之外質屋並粕・干鰯商売罷有候、同人義病キ之義二付、今般御目通も仕兼申候二付、

同人二御尋之義ハ外役人な始末可申上候事、

親代合引続私義三拾ケ年来、年寄役相勤申候、

ー、持高七拾九石七斗三升六合四勺

年寄

半右衛門

五十三才

家内拾壱人

但年寄役之外御本陣相勤罷有候、同人義六ケ年以前酉年中、小前ー同及出入、江戸表江罷出居候

義二付、留守中仕用向之義ハ、枠半五兵衛外役可為相任置義二御座候、

私義拾ケ年来名主役相勤申候、

半右衛門枠

名主

半五兵衛

廿九才

但名主役部屋住二而相勤罷有候

親代合引続私義拾五ケ年来、組頭役相勤申候、
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ー、持高拾六石壱斗八升五合壱勺五才

家内拾三人

但シ組頭役之外旅籠屋渡世罷有候、

親代合引続私義八年来、組頭役相勤申候、

ー、持高拾壱石五斗九升四合 五郎右衛門

家内拾五人

但シ組頭役之外旅籠屋渡世罷有候、同人義右同断、

親代な引続私義拾ケ年来、組頭役相勤申候

ー、持高六石壱斗七升三合五勺

家内九人

但シ組頭役之外旅籠屋渡世罷有候、同人義右同断、

勤年数四年来

ー、持高九石九斗六升五合九勺

家内五人

但シ帳付之外旅籠渡世罷有侯、

勤年数弐年

ー、持高八石五升六合七勺

ヽ

家内六人

但シ帳付之外旅籠屋渡世罷有候、

当寅年合相勤申候

佃声
ヽヽヽヽ向

家内六人

但シ帳付之外旅籠屋渡世罷有候、

当寅年合相勤申候
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組頭

平左衛門

三十五才

組頭

四十七才

組頭

伝兵衛

雀宮宿跡について

廿九才

帳付

金三郎

百姓重松枠

帳付

三十弐才

清蔵

帳付

百姓半三郎兄

帳付

三十才

弁次

十九才
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ー、持高六石弐斗七合五勺

家内八人

但シ帳付之外酒飯商ひ渡槻罷有候、

私義九年来百姓代相勤由候、

ー、持高七石三斗壱升

家内七人

喜兵衛

三十八才

白姓代

清在郎

四I—四才

但、百姓代之外旅籠屋渡世罷有候、同人義御用多二付、地方往還御用向共相勤罷有候事、

私義四ケ年来百姓代相勤申候

百姓代

ー、持高拾む石四合五勺 忠蔵

七十弐才

家内六人

但シ百姓代之外農業仕、同人義御用多之節者、地方往還御用向共相勤罷有候、

勤年数拾弐年来 人馬差

ー、持高壱石五斗七升七合壱勺

家内弐人

但人馬差之外、喰物等商ひ渡世罷有候、

勤年数弐年

ー、持高九石六斗七升五合九勺

家内弐人

但人馬差相勤候、只ー勤仕候、

勤年数二年

宿方百姓庄兵衛同居之ものに付、右同人引請二而人馬苑為相勤罷有候、

（中略）

右之通奉書上候処、少茂相違無御座候、以上、

右宿
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吉蔵

四十五才

人馬差

百姓

亀蔵

三十ニオ

人馬差

喜十

三十七才

名主

間屋

次左衛門



天保十三寅年七月

荻野寛一様
(12) 

名 主

半五兵衛

問屋

平次右衛門

年寄

半右衛門

組頭

平左衛門

同

伝兵衛

組頭

五郎右衛門

百姓代

清五郎

同

忠蔵

助郷惣代

台新田村

庄屋

林蔵

同

石田村

組頭

甚兵衛

同

西木代村

組頭

兵次

雀宮宿跡について

史料7は、「宿役人名前並帳附人馬指名前帳Jという帳面で、天保13年段階の雀宮宿の宿役人の名簿である。

この帳面には、宿役人の勤続年数、家族の人数、本業、役人の年齢などが記載されている。宿役人の中心は

問屋である。間屋は宿内の最高責任者で宿や助郷の村々の人馬を差配し、公私の人馬継立、人の寝泊まり関

するすべての業務を統括した。雀宮宿では、天保13年の段階で、間屋は次左衛門と平次右衛門であった。次

左衛門は雀宮宿の名主役を務め、平次右衛門は、脇本陣を経営していた。次左衛門が上間屋を仕切、下問屋は、

脇本陣の平次右衛門が仕切っていたと考えられる。ちなみに次左衛門は問屋役の他に、旅籠を経営しており、

平次右衛門は、問屋役の他に質屋、粕・干鰯を商っていたことが、この文書に書かれている。

問屋の補佐として年寄がいた。年寄は、問屋が不在の時、宿を代表して公用文書に署名をした。また、問

屋場に詰め、人馬継立が渋滞しないよう差配したり、宿泊する人たちの間で起こる間題、宿内の取締、道の
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掃除、盗難や喧嘩などの諸問題を扱ったりする人であった。史料7から、雀宮宿では、本陣の半右衛門が勤

めていた。

問屋・年寄のもとに間屋場下役といわれる人々がいた。その一つが帳付と呼ばれている。帳付とは議んで

字のごとく、帳面に宿駅並びに助郷の人馬のすべての出入りを帳面に書き記す人たちであった。彼らは毎日

間屋場に出勤していた。雀宮宿には金二郎、清蔵、弁次、喜兵術の4人の名前が確認できる。金三郎、清蔵、

弁次は、帳附の他に旅籠を経営しており、喜兵衛は「酒飯商ひ」とあるので屈酒屋を経営していた。

宿役人には人馬差と呼ばれる役人がおり、彼らは人や馬の差配をする人たちである。雀宮宿には古蔵、亀蔵、

喜十が人馬差で、古蔵は人馬差以外に「喰物等商ひ」とあるので飲食店を経管しており、亀蔵は、人馬エ以

外に農業を営んでいたのである。喜十は、百姓庄兵衛と同届しており、人馬差以外には特に仕事を持ってい

なかったようである。以上の人たちが、天保13年段階の雀宮宿に関わる役人である。

しかし、この帳面には、宿の荷継に関わる役人の他に、名主・組頭・百姓代という、普通の村落にみられ

る役職の人たちもあげられている。このような人々は、一般に村方三役といわれている。雀宮宿では、名主

はl_：間屋の次左衛門と本陣の半右衛門の息子の半五兵衛で、組頭は平左衛門、五郎右衛門、伝兵衛であった。

彼らは三人とも旅籠を経営していた。百姓代は清五郎、息蔵の二人で、清五郎は旅籠を経営しており、忠蔵

は農業を営んでいた。名主とは、地域によっては庄屋ともいうが、村政をつかさどる人で、領下との折衝、

年貢徴収の責任者など今でいうと村長のような人である 3 つまり、村政を統括していた人である。組頭は、

地域によっては長百姓や年寄と言ったりするが、名主を補佐する役割の人である。百姓代は、先程の 2役の

監査役であり、百姓たち、いわゆる村民たちの代表である。先ほども述べだように、雀宮宿は郡市的な場と

農村的な顔を持っていたので、一般の村落のように、村方三役も必要だったと考えられる 3 次は発掘調査の

成呆をみることにする。

6 発掘調査の成果

発掘調査は、国道4号の調査については丁事箇所だけ、県道拡幅の方は、拡輻する部分を細切れにして調

査をしている。すなわち工事の対象範囲は広いが、発据調査した面積はあまり広くなかった（第2図）。本章

では、特に注目される結呆について述べることにする。その飢に、調査したトレンチが江戸時代の誰の家に

当たるのかを推定することにする。

まず、江戸時代の雀宮宿の家並みを復元する。現在残されている地割りから拙定される江戸時代のそれは、

第3図になる。第 3図は、平成26年度の発掘調査のトレンチの配置も書き載せてある。さらに、県立文書館

には、天保13年の「雀宮宿並絵図」と呼ばれる地割りと家主が書かれている文書かある（］ふ。それを復元した

地割りに名蔀を当てはめると第4図になる。

まず、国道分の調査で注目する調査区は、 EL-11（第5図）である。 EL-11から SK-1が検出されている。

直径約40cm、深さ38cmの土坑で、そこから 4点石が出上している。これらの石は大谷石で、 4つになってい

るが冗は一つの石であったと若えられ、平らな血があるので、礎石と息われる（植本・猪瀬2015)。EL-11は、

本陣の半伍衛門宅跡と推定される。本陣には2つ門があり、南に通用門、北に正門があったとされる（］＄）。そ

うすると、第3図から、この礎石は本陣の通用門の礎石と考えられる。

次に県追分の調査で注目されるのは、 1a区からは、東西1.58mの不整円形の上坑SK~l を検出している。南

側は水道管によるカクランで確認できていない。 la区は、幸太郎宅にあたり、そこから出土した遺物が注目

される。それは、占瀬戸のおろし皿で、遺構に伴う物ではないが、江戸時代より前の遺物が出上している（藤
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田・大木2016)。この遺物は、横田村から分村した頃に住んだ人のものであると思われる。また、国道分の調

査区のER-12でも古瀬戸窯製品破片などが出土している（植木・猪瀬2015)。ER-12も幸太郎宅にあたるので、

この周辺には中世の遺構もあると考えられる。

ld区では、遺構の南端と西端が調査区の外にあったため、規模は確認できなかったが、遺構確認面から深

さ60cmの地下室、 SX-12を検出している（第6図）。そこから、多くの近世中期から近代の陶磁器が出土して

いる。この地点も幸太郎宅にあたる。多くの陶磁器が出土したこと、遺構の底面が比較的深いところで検出

したため、半地下の蔵の跡だと考えられる。

2a区でも遺構確認面から深さ1.15mの近憔から近代の地下室の跡SX-39を検出している（第7図）。この

遺構からも大変多くの近世から近代の陶磁器が出土している。この地点は、次左衛門宅である。先述してい

るように、次左衛門は、雀宮宿の名主役と問屋を勤める、この宿のNo.lの人物である。この遺構も蔵の地下

室と考えられ、幸太郎宅の地下室よりも深く、より多くの陶磁器が出土していることから、次左衛門と幸太

郎の格の差が表されていると思われる。

7 おわりに

以上雑駁ではあったが、文献と発掘調査の結果を融合して、江戸時代後期の雀宮宿を復元してきた。特に

注目されるのは、雀宮宿の江戸時代の制度的な位置付けである。雀宮宿は荷継ぎという公的な任務を果たす

見返りとして、地子が免許されるのではなく、一部の年貢が免除されていた。これは、東海道の宿とは違い、

元来、雀宮宿は普通の村落から派生した宿場であることが原因であろう。雀宮宿は、宿であるから問屋があり、

そこでは、荷継業務が行われ、宿役人も存在し、旅籠屋も営業していた。間屋の次左衛門は、名主役も勤め

ている。名主、組頭、百姓代は村方三役と呼ばれ、近世の一般の村落にみられるものである。宿役人・村役

人の両役人がみられるのが、雀宮宿の特徴である。

（付記）この原稿は、平成28年11月13日に宇都宮市立南図書館において、発表した同題の講演内容をもとに加筆・

修正したものである。

〔註）

(1) 杉山博・下山治久綱『戦国遺文 後北条氏編』 1903号文書（東京堂出版）。

(2) 『小山市史』史料編・中世、 776号文書。

(3) 例えば、齋藤慎一『中恨を道から読む』第4章（講談杜現代新書 2010)を参照のこと。

(4) 『栃木県史』史料編・近世1 （栃木県1974)の660頁からの出典であるが、巻頭の写真凶版から一部校訂した。

(5) ここ最近の成果として、本多隆成『近世の東海道』（清文堂、 2014)が手際よくまとめられている。

(6) 豊臣秀吉が亡くなってから大坂の陣までの政治史について、そのときの豊巨秀頼の評価の見直し、軍記物等の文学の

フィクションからの脱却、当事者たちの書状、貴族の日記などの古文書を見直すことが行われている。特に関ヶ原の合

戦の後、すぐに徳川家康の天下になったのではなく、秀頼の関白の任官の可能性や家康と豊臣大名との関係が見直され、

豊臣秀頼を中心とする豊臣公儀と幕府を開いた徳川家康の徳川公儀の二重体制（家康の征夷大将軍任官の慶長8年からそ

の終焉が綸者によっていつまでかは差がある）だったとされる。この論者の代表者は笠谷和比古『関ヶ原合戦』（講談社

選書メチェ、 1994)である。

(7) 杉山博・下山治久編『戦国遺文 後北条氏編』 3805号文書（東京堂出版）
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(8) 参勤交代制度については、丸山薙成『参勤交代』（吉川弘文館、 2007) などを参照のこと。

(9) 『栃木県史』史料編・近世 1 667頁。

(lo) 『日光道中略記』は今井金吾監修『道中記集成』第14~16巻（大空社、 1996) を使用した。

(11) 『宇都宮市史』第五巻 近世史料編II、38~50頁（宇都宮市1981)。

(12)註11文献 50~58頁。

(13)栃木県立文書館所蔵 芦谷学家文書。文書番号201-28。
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